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は  じ  め  に 

近年、東日本大震災を契機に吉田町の人口が微減してい

る中、高齢者人口は年々増加しており、本格的な高齢社

会を迎えようとしています。 

このような社会状況のなかで、将来の社会生活に不安を

抱える人が増え、医療や介護などの社会保障制度の充実と

安定化が求められております。 

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年を見据えた中長期的な視点に立って、高

齢者の皆さまが介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることが

できるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく一体的に提

供される地域包括ケアシステムを構築するため、平成３０年度から３年間を事業計画

とする第８次高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画を策定いたしました。 

本計画では、地域包括ケアシステムの実現のため、地域のつながりを活かして地域

で支えあう体制づくりや、生きがい活動と同時に健康づくりや介護予防に繋げる地域

づくりを推進していきます。この他にも、在宅医療と介護を一体的に提供できる体制

を強化するとともに、認知症施策では、早期診断・早期対応に向けたサービス提供体

制を整備していきます。このような様々な取組などを通して、本計画の基本理念であ

る「健康長寿のまちづくり」「支えあって暮らせる地域づくり」「安心して暮らせる介

護サービスの提供」を目指してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重な御意見をいただきました高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画策定委員の皆様をはじめ、アンケート調査やパブリックコメン

トなどに御協力いただきました町民の皆様、介護保険事業者の皆様方に深く感謝申し

上げます。 

平成３０年３月   

吉田町長 田村典彦 
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第１章    計画策定にあたって 

 

 

１ 計画策定の背景 

日本の高齢者人口（65 歳以上人口）は近年一貫して増加を続けており、平成 27

年の国勢調査では、高齢化率は 26.7％となっています。吉田町でも、平成 27 年に

団塊の世代が 65 歳を迎えた以降、高齢者人口は益々増加し、今後も、高齢化がさら

に進行し、特に後期高齢者が急増することが予測されています。 

高齢化の急速な進行に伴い、地域社会では高齢者をめぐるさまざまな問題が浮かび

上がっています。ひとり暮らし高齢者・高齢者のみの世帯の益々の増加や孤立化、認

知症高齢者の増加、介護する家族の負担増やそれに伴う介護離職の増加、高齢者虐待

の危険性などの問題への対応が課題となっています。また、要介護認定者の増加に伴

う介護保険サービスの給付費の増加や介護職の離職率の高さを背景とする人材不足な

ども問題視される中、介護保険制度の持続可能性を確保することが必要です。 

さらに、平均寿命が延びている一方、介護が必要な期間が増加しており、健康上の

問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間（健康寿命）を延伸していくこ

とも求められています。 

このような課題に直面する中で、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援や、要介護

状態の重度化防止のために、可能な限り住み慣れた地域で生活を継続することができ

るよう、「地域包括ケアシステム」の構築が引き続き課題となっています。 

この仕組みを構築していくため、支援を必要とする住民が抱える多様で複合的な地

域生活課題について、住民や福祉関係者による把握と関係機関との連携等による解決

が図られる包括的な支援体制づくりを進めることが重要視されています。  

本町としては、高齢者が安心して暮らせるよう高齢者福祉の向上を図るため、『第７

次高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画』を策定し、高齢者の保健福祉に関

する施策を総合的に推進してきました。 

平成 29 年度には、この計画の計画期間（平成 27 年度～29 年度）が終了するこ

とから、国や県の動向を踏まえつつ施策の実施状況や効果を検証した上で、団塊の世

代が 75 歳になる 2025 年（平成 37 年）を見据え、「地域包括ケアシステム」の実

現を目指す新たな計画として本計画を策定します。 
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２ 介護保険制度の改正内容 

介護保険制度については、計画の期間に合わせ、３年ごとに大きな見直しが行われ

ます。第７期計画に合わせて行われる今回の制度改正において、高齢者の自立支援と

要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を

確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるよう、

改正が行われています。 

主な改正内容は以下のとおりです。 

 

 

（１）保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 

○ 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可

能性を維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能

力に応じた自立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要。 

○ 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、 

① データに基づく課題分析と対応 

（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載） 

② 適切な指標による実績評価 

③ インセンティブの付与    を法律により制度化。 

 

※主な法律事項 

・介護保険事業（支援）計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施 

・介護保険事業（支援）計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載 

・都道府県による市町村支援の規定の整備 

・介護保険事業（支援）計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告 

・財政的インセンティブの付与の規定の整備 

 

 

（２）新たな介護保険施設（介護医療院）の創設 

○ 今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医

学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活

施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設（介護医療院）を創設する。 

○ 病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を

引き続き使用できることとする。 
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（３）地域共生社会の実現に向けた取組の推進 

① 「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定 

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合

的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携

等による解決が図られることを目指す旨を明記。 

 

② この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに 

努める旨を規定 

○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備 

○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応

じ、関係機関と連絡調整等を行う体制 

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、

複合化した地域生活課題を解決するための体制 

 

③ 地域福祉計画の充実 

○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通

事項を定め、上位計画として位置付ける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画

についても同様。） 

○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障

害福祉両方の制度に新たに共生型サービスを位置付ける。 

 

 

 

 

 

 

（４）現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し 

○ 世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割

負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。ただし、月額 44,400

円の負担の上限あり。【平成 30 年８月施行】 
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（５）介護納付金における総報酬割の導入 

○ 第２号被保険者（40～64 歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課

しており、各医療保険者が加入者である第２号被保険者の負担すべき費用を一括納

付している。 

○ 各医療保険者は、介護納付金を、２号被保険者である『加入者数に応じて負担』し

ているが、これを被用者保険間では「報酬額に比例した負担」とした。（激変緩和

の観点から段階的に導入）【平成 29年 8 月分より実施】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域包括ケアシステム 

地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域の中で、必要に応じて、医療・

介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される仕組みです。 

国では、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025年（平成 37 年）を目途に、介護が

必要になっても、認知症になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるこ

とができるように、地域包括ケアシステムの構築の実現を目指しています。 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯及び認知症高齢者など、支援を必要とする

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止や、介護保険制度の持続可能性を確保す

るうえでも、地域包括ケアシステムの深化・推進が求められます。 
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図 地域包括ケアシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

住まい  

医療 介護 

生活支援 介護予防 

 

在宅医療・ 介護連携の推進 

 

認知症施策の推進 

 

生活支援サービスの充実 

 

介護保険制度の円滑な運営 

 

介護保険サービスの質の向上 

 

介護予防・ 生活支援サービス事業の実施 

高齢者 

地域包括支援センタ ー 

 

地域ケア会議の推進 

 

地域包括支援センタ ーの 
機能強化 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等 

○訪問型や通所型のサービス、配食などの生活支

援サービスのケアマネジメント 

○身近な場所における健康づくりのための体操や

介護予防の啓発のための講話の実施 など 

○連携のための課題の抽出や解決策を検討するための会議の開催 

○関係職種が相互に理解するための研修会の実施 

○地域における医療・介護等の事業所の把握や、マップの作成 

○在宅医療に関する地域住民への普及啓発 など 

○介護事業者、ＮＰＯや民間企

業、住民ボランティア等によ

る地域のニーズに合った多様

な生活支援サービスの提供 

○生活支援コーディネーター

の配置 など 

日常生活圏域 

○認知症ケアパスの周知と活用に向け

た取組み 

○認知症地域支援推進員の配置 など 

○制度の普及啓発 

○在宅でのサービスや施設・居住系サービ

スとのバランスの取れた基盤整備 

○介護給付費の適正化 など 

○介護サービス事業者に対する指導監督 

○介護従事者の人材育成 など 通院・入院 通所・入所 

参加・利用 

○医療と介護、地域とのネットワー

クの構築 

○地域における課題の発見や、課題

解決への取組みの実践 など 

○新たな施策への対応 

○総合相談窓口としての職員の資質向上

を始めとした体制の強化 など 

 

一般介護予防事業の実施 

○支援を必要としている者を把握し、

介護予防活動につなげる 

○介護予防活動の普及啓発 

○住民主体の介護予防活動の育成・支

援 など 

連携 
連携 
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４ 計画の位置づけ 

高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第２０条の８に基づくもので、高齢者の福祉の

増進を図るために定める計画です。介護保険事業計画は、介護保険法第１１７条に基

づき、市町村が行う介護保険事業の円滑な実施に関する計画です。 

本計画は、本町においては、前計画に引き続き高齢者に対する総合的な計画として、

高齢者保健福祉施策と介護保険事業の円滑な運営を図るために、「老人福祉計画」と「介

護保険事業計画」を一体とした「吉田町高齢者保健福祉計画・吉田町介護保険事業計

画」を策定するものであり、本町における高齢者福祉施策の総合的指針として位置付

けられるものです。  

また、本計画は、「吉田町総合計画」を上位計画とし、「健やかプラン吉田２１（健

康増進計画・食育推進計画）」、「吉田町障害者計画」、「吉田町障害福祉計画・吉田町障

害児福祉計画」、「吉田町子ども・子育て支援事業計画」等の関連する他の計画と整合

を図るとともに、「ふじのくに長寿社会安心プラン（静岡県老人福祉計画・静岡県介護

保険事業支援計画）」と連携した計画とするものです。 
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５ 計画の期間 

本計画の対象期間は、平成 30 年度から平成 32 年度までの３年間とし、前計画か

ら引き続き、団塊の世代が 75 歳になる 2025年（平成 37年）までの中長期的な視

野に立った見通しを示しています。 

 

 

平成 27～29年度 

2015～2017 

平成 30～32年度 

2018～2020 

平成 33～35年度 

2021～2023 

平成 36～38年度 

2024～2026 

平成 39～41年度 

2027～2029 

      

       

 

 

 

 

 

 

６ 計画策定の体制 

① 吉田町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会 

本計画の策定、実施にあたっては、住民と行政が一体となった連携・協働が極めて

重要であることから、計画策定過程における住民参加を積極的に推進するため、学識

経験者、医療及び福祉関係者、関係団体等の代表者などで構成される「吉田町介護保

険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会」において審議し､その提言を計画に反

映させています。  

 

② 意見公募（パブリック・コメント） 

本計画の策定にあたり、計画の素案を町のホームページへの掲載や役場等での閲覧

等により公開して、住民及び関係事業所等からの意見公募を行いました。 

 

団塊の世代が 65歳に 

中長期的見通し 

団塊の世代が 75歳に 

2015年 2025年 

第６期計画 第７期計画 第８期計画 

 

第９期計画 

 

第 10期計画 
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第２章    町の高齢者を取り巻く現状 

 

 

１ 高齢者の現状 

（１）人口の推移 

本町の平成 29 年 9 月 30 日現在の人口は、男性が 14,825 人で女性が 14,844

人、合計29,669人となっており、平成27年以降緩やかな減少傾向となっています。 

一方で、総人口の減少に対し 65 歳以上の高齢者数は増加しており、平成 29 年に

は 7,161 人、高齢化率は 24.1％となっています。 

団塊の世代が高齢期を迎えたことで、前期高齢者（65～74 歳）が占める割合が増

加しています。 

総人口と高齢者人口の推移（各年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人、％ 

区分 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

総人口 30,129 29,824 29,779 29,668 29,669 

 
男性 15,010 14,814 14,831 14,777 14,825 

女性 15,119 15,010 14,948 14,891 14,844 

40～64歳 10,110 9,979 9,921 9,891 9,965 

 （総人口比） 33.6 33.5 33.3 33.3 33.6 

65～74歳 3,301 3,450 3,586 3,683 3,716 

 
（総人口比） 11.0 11.6 12.0 12.4 12.5 

65～69歳 1,801 1,894 2,094 2,263 2,180 

70～74歳 1,500 1,556 1,492 1,420 1,536 

75歳以上 3,129 3,192 3,286 3,387 3,445 

 

（総人口比） 10.4 10.7 11.0 11.4 11.6 

75～79歳 1,218 1,247 1,290 1,352 1,352 

80～84歳 943 942 957 976 992 

85歳以上 968 1,003 1,039 1,059 1,101 

高齢者人口 6,430 6,642 6,872 7,070 7,161 

 
高齢化率 21.3 22.3 23.1 23.8 24.1 

資料：住民基本台帳（９月末現在）  

資料：住民基本台帳（９月末現在）
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年齢３階層別人口構成比の推移（各年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％ 

年齢 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

0～39歳 45.1 44.3 43.6 42.8 42.3 

40～64歳 33.6 33.5 33.3 33.3 33.6 

65歳以上 21.3 22.3 23.1 23.8 24.1 

資料：住民基本台帳（９月末現在） 

                  ※四捨五入により、各年の合計値が 100％にならない場合があります。 

 

前期・後期別高齢者割合の推移（各年９月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：％ 

 
平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

前期高齢者 51.3 51.9 52.2 52.1 51.9 

後期高齢者 48.7 48.1 47.8 47.9 48.1 

資料：住民基本台帳（９月末現在） 

 

  

資料：住民基本台帳（９月末現在）
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【　女性　】
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高齢者人口割合の推移（高齢化率、前期高齢者割合、後期高齢者割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（９月末現在） 

 

人口ピラミッド（平成 29年 9月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（平成 29年 9月末現在） 
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将来人口推計と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

資料：見える化システム 
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（２）高齢者のいる世帯の推移 

平成 27 年の総世帯数は 10,239 世帯で、平成 12 年から平成 22 年まで増加傾向

でしたが、平成 27 年にはやや減少しています。このうち高齢者のいる世帯数は増加

しており、平成 27年は 4,424 世帯となっています。 

また、その構成割合をみると、その他の世帯の割合は減少しているのに対し、ひと

り暮らし高齢者は2.6％から6.0％、高齢者夫婦のみ世帯についても5.4％から9.5％

に増加しており、高齢者のみの世帯数が増加していることが分かります。 

 

 

高齢者のいる世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査       
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高齢者のいる世帯の構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：世帯，％ 

区分 平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 

総世帯数 8,269 9,161 10,248 10,239 

高齢者のいる世帯数 3,098 3,515 3,891 4,424 

 
（総世帯比） 37.5 38.4 38.0 43.2 

 
ひとり暮らし高齢者世帯 213 314 427 617 

 
（総世帯比） 2.6 3.4 4.2 6.0 

 
高齢者夫婦のみ世帯 446 572 740 972 

 
（総世帯比） 5.4 6.2 7.2 9.5 

 
その他の世帯 2,439 2,629 2,724 2,835 

 
（総世帯比） 29.5 28.7 26.6 27.7 

資料：国勢調査 
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（３）高齢者の就業状況 

平成27年の高齢者の就業者数は2,003人で、就業者全体の12.6％にあたります。 

産業別にみると、町全体では、就業者の大半が第 2 次産業もしくは第 3 次産業で、

第 1 次産業は 3.6％であるのに対し、高齢者では第 1 次産業が 14.8％となっていま

す。特に、農業は高齢者の割合が高く、農業就業者の約半数を占めています。 

高齢者の就業状況（平成 27 年） 

単位：人，％ 

区分 

全就業人口 65歳以上就業人口 

人数 

全就業

人口に

占める

割合 

人数 

全就業

人口に

占める

割合 

65歳以

上就業

人口に

占める

割合 

業種別

総数に

占める

割合 

総数 15,932 100.0 2,003 12.6 100.0 100.0 

第 

一 

次 

農業 402 2.5 218 1.4 10.9 54.2 

林業 2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 

漁業 177 1.1 78 0.5 3.9 44.1 

第 

二 

次 

鉱業・採石業・砂利採取業 6 0.0 - - - - 

建設業 1,135 7.1 173 1.1 8.6 15.2 

製造業 6,271 39.4 523 3.3 26.1 8.3 

第 

三 

次 

電気・ガス・熱供給・水道業 55 0.3 1 0.0 0.0 1.8 

情報通信業 83 0.5 5 0.0 0.2 6.0 

運輸業・郵便業 1,165 7.3 96 0.6 4.8 8.2 

卸売業・小売業 1,891 11.9 294 1.8 14.7 15.5 

金融業・保険業 178 1.1 8 0.1 0.4 4.5 

不動産業・物品賃貸業 151 0.9 36 0.2 1.8 23.8 

学術研究・専門・技術 

サービス業 
352 2.2 36 0.2 1.8 10.2 

宿泊業・飲食サービス業 515 3.2 78 0.5 3.9 15.1 

生活関連サービス業・娯楽業 475 3.0 74 0.5 3.7 15.6 

教育・学習支援業 384 2.4 17 0.1 0.8 4.4 

医療・福祉 1,196 7.5 113 0.7 5.6 9.4 

複合サービス事業 166 1.0 6 0.0 0.3 3.6 

サービス業 

（他に分類されないもの） 
697 4.4 181 1.1 9.0 26.0 

公務 

（他に分類されるものを除く） 
299 1.9 8 0.1 0.4 2.7 

公務・分類不能 332 2.1 58 0.4 2.9 17.5 

資料：国勢調査 
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２ 介護保険制度における高齢者の状況 

（１）要支援・要介護度別認定者数の推移 

本町の要介護等認定者数は、平成 25 年から平成 28 年にかけて増加傾向にありま

したが、平成 29 年にやや減少し 982人となっています。 

要支援・要介護度別にみると、この 5 年間を通して要介護 1 の認定者が最も多く、

認定者の 2割以上を占めています。 

 

認定者割合の推移（各年 10月末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位：人，％ 

区分 
平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

認定者数 903 100.0 920 100.0 955 100.0 987 100.0 982 100.0 

 
要支援１ 82 9.1 85 9.2 89 9.3 120 12.2 107 10.9 

 
要支援２ 97 10.7 115 12.5 114 11.9 135 13.7 136 13.8 

 
要介護１ 229 25.4 206 22.4 233 24.4 237 24.0 240 24.4 

 
要介護２ 157 17.4 159 17.3 161 16.9 148 15.0 145 14.8 

 
要介護３ 133 14.7 141 15.3 153 16.0 152 15.4 141 14.4 

 
要介護４ 128 14.2 139 15.1 129 13.5 125 12.7 141 14.4 

 
要介護５ 77 8.5 75 8.2 76 8.0 70 7.1 72 7.3 

１号認定者数、認定率 875 13.5 891 13.4 928 13.5 961 13.6 956 13.3 

資料：介護保険事業状況報告（各年 10月末現在） 

  

  

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５

資料：介護保険事業状況報告（各年１０月末現在）

※平成25年、平成26年については前計画の数値を参照。平成29年は６月末現在。
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（２）年齢階層別の要支援・要介護認定者の割合 

本町の平成 29 年９月時点における 65 歳以上高齢者の要支援・要介護認定者は

979 人となっています。 

また、前期高齢者（65～74 歳）に比べ、後期高齢者（75 歳以上）の比率が高く

なっており、年齢層が高くなるほど認定者が多くなっていることが分かります。 

 

 

年齢階層別の認定者数の割合（平成 29年 9月末現在） 

単位：人，％ 

区分 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 総数 

第１号被保険者 

（65歳以上） 

103 129 238 142 136 140 67 955 

10.5 13.2 24.3 14.5 13.9 14.3 6.8 97.5 

 前期高齢者 

（65～74歳） 

14 16 15 18 13 15 13 104 

 
1.4 1.6 1.5 1.8 1.3 1.5 1.3 10.6 

 
後期高齢者 

（75歳以上） 

89 113 223 124 123 125 54 851 

 
9.1 11.5 22.8 12.7 12.6 12.8 5.5 86.9 

第２号被保険者 

（40～64歳） 

2 3 5 4 5 3 2 24 

0.2 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.2 2.5 

総数 105 132 243 146 141 143 69 979 

資料：介護保険事業状況報告（平成 29年９月末現在） 
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（３）介護保険給付費の推移 

介護給付費の推移をみると、総給付費全体は減少しておりますが、住宅改修費や 

地域密着型サービスが大幅に増加しております。 

○ 介護給付費                            単位：円 

 
平成 27年度 平成 28年度 前年度比 

（１）居宅サービス 669,815,826 611,445,845 91.3% 

 訪問介護 63,580,151 56,988,311 89.6% 

 訪問入浴介護 16,816,071 13,110,190 78.0% 

 訪問看護 18,237,225 13,751,053 75.4% 

 訪問リハビリテーション 1,035,413 1,728,826 167.0% 

 居宅療養管理指導 2,665,332 2,787,652 104.6% 

 通所介護 273,907,904 238,984,712 87.3% 

 通所リハビリテーション 96,121,223 113,970,382 118.6% 

 短期入所生活介護 82,885,298 60,363,143 72.8% 

 短期入所療養介護 9,955,912 9,244,971 92.9% 

 特定施設入居者生活介護 51,737,371 49,141,983 95.0% 

 福祉用具貸与 50,997,360 49,822,553 97.7% 

 特定福祉用具販売 1,876,566 1,552,069 82.7% 

（２）地域密着型サービス 80,044,353 131,889,193 164.8% 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 － 

 夜間対応型訪問介護 0 0 － 

 認知症対応型通所介護 20,996,730 23,715,679 112.9% 

 小規模多機能型居宅介護 34,322,175 33,001,071 96.2% 

 認知症対応型共同生活介護 24,725,448 25,487,622 103.1% 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 － 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 14,680,556 － 

 地域密着型通所介護 0 35,004,265 － 

（３）住宅改修 4,720,898 4,960,173 105.1% 

（４）居宅介護支援 72,085,934 73,413,512 101.8% 

（５）施設サービス 591,324,869 577,059,225 97.6% 

 介護老人福祉施設 309,254,318 293,548,410 94.9% 

 介護老人保健施設 273,377,910 272,294,339 99.6% 

 介護療養型医療施設 8,692,641 11,216,476 129.0% 

介護給付費計【A】 1,417,991,880 1,398,767,948 98.6% 
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○ 介護予防給付費 

単位：円 

項目 平成 27年度 平成 28年度 前年度比 

（１）介護予防サービス 59,874,278 68,460,820 114.3% 

 

介護予防訪問介護 9,377,894 11,683,344 124.6% 

介護予防訪問入浴介護 0 62,082 － 

介護予防訪問看護 927,435 644,871 69.5% 

介護予防訪問リハビリテーション 19,026 49,788 261.7% 

介護予防居宅療養管理指導 48,438 89,093 183.9% 

介護予防通所介護 22,999,669 27,438,846 119.3% 

介護予防通所リハビリテーション 17,460,337 17,250,820 98.8% 

介護予防短期入所生活介護 1,466,857 2,742,288 186.9% 

介護予防短期入所療養介護 786,221 497,026 63.2% 

介護予防特定施設入居者生活介護 742,320 811,198 109.3% 

介護予防福祉用具貸与 5,537,170 6,614,071 119.4% 

特定介護予防福祉用具販売 508,911 577,393 113.5% 

（２）地域密着型介護予防サービス 2,784,735 3,458,691 124.2% 

 

介護予防認知症対応型通所介護 2,784,735 3,361,896 120.7% 

介護予防小規模多機能型居宅介護 0 96,795 － 

介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 －  

（３）住宅改修 1,573,340 3,132,262 199.1% 

（４）介護予防支援 8,343,180 9,694,200 116.2% 

予防給付費計(小計) 【B】 72,575,533 84,745,973 116.8% 

     

総給付費計(小計) 【A】＋【B】 1,490,567,413 1,483,513,921 99.5% 

資料：福祉課 
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３ アンケート調査結果から見た現状 

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

今後の保健福祉行政に役立てるための基礎資料として、調査を実施しました。 

 

 

② 調査対象 

吉田町在住の 65 歳以上を無作為抽出 

 

 

③ 調査期間 

平成 29 年２月 14 日から平成 29 年２月 24 日 

 

 

④ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

 

⑤ 回収状況 

 配 布 数  有効回答数 有効回答率 

高齢者一般 995通 702通 70.6％ 

要支援認定者 
720通 

148通 
62.1％ 

要介護認定者 299通 

ひとり暮らし高齢者 720通 424通 58.9％ 
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（２）調査結果 

① 回答者属性 

ア 家族構成 

【高齢者一般】 

「息子・娘との２世帯」の割合が 34.5％と最も高く、次いで「夫婦２人暮らし（配

偶者 65 歳以上）」の割合が 31.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要支援認定者】 

「息子・娘との２世帯」の割合が 29.1％と最も高く、次いで「１人暮らし」の割

合が 24.3％、「夫婦２人暮らし（配偶者 65 歳以上）」の割合が 15.5％となっていま

す。 

１人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯に対する地域における見守りなどの地域福

祉活動による支えあいが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

148 24.3 15.5 2.0 29.1 25.0 4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

702 2.1 31.6 3.7 34.5 25.4 2.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者一般

要支援認定者

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下） 息子・娘との２世帯

その他 無回答

１人暮らし 夫婦２人暮らし（配偶者65歳以上）

夫婦２人暮らし（配偶者64歳以下） 息子・娘との２世帯

その他 無回答
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イ 施設等への入所・入居の検討状況について 

【要介護認定者】 

「入所・入居は検討していない」の割合が 52.5％と最も高く、次いで「すでに入

所・入居申し込みをしている」の割合が 28.1％、「入所・入居を検討している」の割

合が 14.7％となっています。 

【該当する基本目標 ５ 介護保険サービスの充実】 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域での活動について 

ア 地域の会・グループ等への参加頻度について 

【高齢者一般】 

②スポーツ関係のグループやクラブ、③趣味関係のグループで月１回以上参加して

いる人の割合が２割を超えています。 

今後、高齢者の積極的な社会参加を促すため、多様な媒体を利用しての情報発信や

参加するためのきっかけづくりが重要です。 

【該当する基本目標 １ 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

299 52.5 14.7 28.1 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者一般

要介護認定者

入所・入居は検討していない 入所・入居を検討している

すでに入所・入居申し込みをしている 無回答

週４回以上 週２～３回 週１回 月１～３回

年に数回 参加していない 無回答

回答者数＝702

①  ボランティアのグループ

②  スポーツ関係のグループ
　   やクラブ

③  趣味関係のグループ

④  学習・教養サークル

0.7

3.7

1.9

0.1

0.4

8.4

4.8

1.0

1.0

5.8

5.0

1.4

7.7

5.6

13.7

5.8

8.0

3.4

6.1

3.6

65.5

59.0

55.0

70.5

16.7

14.1

13.5

17.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
回答者数＝702

①  ボランティアのグループ

②  スポーツ関係のグループ
　   やクラブ

③  趣味関係のグループ

④  学習・教養サークル

0.7

3.7

1.9

0.1

0.4

8.4

4.8

1.0

1.0

5.8

5.0

1.4

7.7

5.6

13.7

5.8

8.0

3.4

6.1

3.6

65.5

59.0

55.0

70.5

16.7

14.1

13.5

17.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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イ 地域住民の有志による地域づくりに参加したいか 

【高齢者一般】 

「是非参加したい」と「参加してもよい」をあわせた“参加意欲のある人”の割合

が 62.2％となっています。 

高齢者の社会参加に対する潜在的なニーズに十分に応えていくため、関係団体等と

連携・協働して、性別・年齢を問わず、すべての高齢者の積極的な社会参加のきっか

けづくりや、高齢者が活躍しやすい地域づくりを進めることが大切です。 

【該当する基本目標 １ 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 地域住民の有志による地域づくりに、企画・運営として参加したいか 

【高齢者一般】 

「是非参加したい」と「参加してもよい」をあわせた“参加意欲のある人”の割合

が 35.1％となっています。 

地域での健康づくり活動や趣味等のグループ活動を充実していくため、高齢者が培

ってきた経験や能力を活かし、高齢者が支えられる側だけでなく支える側として社会

に参画し、新たな担い手として活躍する機会づくりが必要です。 

【該当する基本目標 １ 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者一般

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答

回答者数 =

702 11.1 51.1 31.5 6.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者一般

回答者数 =

702 3.6 31.5 57.1 7.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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エ 日常生活上の支援が必要になったとき、地域の人にしてほしい支援 

【ひとり暮らし高齢者】 

「緊急時や災害時の手助け」の割合が 44.3％と最も高く、次いで「安否確認等の

定期的な声かけ・見守り」の割合が 38.0％、「買い物の手伝い」の割合が 27.6％と

なっています。 

【該当する基本目標 ３ 住み慣れた地域でいつまでも暮らせる自立と安心のまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり暮らし高齢者

回答者数 = 424 ％

緊急時や災害時の手助け

安否確認等の定期的な声かけ・
見守り

買い物の手伝い

話し相手・相談相手

家事の手伝い

外出の手伝い

介護を要する人等の短時間の
預かり

その他

特にない

無回答

44.3

38.0

27.6

26.7

17.9

12.3

8.5

1.2

18.6

8.5

0 10 20 30 40 50
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③ 保健福祉サービスについて 

ア 介護予防や生きがい活動を支援するサービスで利用したいと思うもの（利用してい

るものも含む） 

【高齢者一般】 

「特にない」の割合が 32.2％と最も高く、次いで「認知症にならないよう、脳活

性化運動やレクリエーションをする教室（はつらつ講座）」の割合が 29.1％、「運動

機能向上のためのトレーニングを行う教室（運動器の機能向上教室・パワリハ教室）」

の割合が 27.6％となっています。 

高齢になっても地域で自立した生活を送るためには、できる限り介護が必要な状態

（要介護状態）にならないよう、一人ひとりが活動的で生きがいのある生活や人生を

送ることができるように一人ひとりの状況に応じたきめ細かな介護予防サービスを提

供することが必要です。 

【該当する基本目標 １ 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者一般

回答者数 = 702 ％

認知症にならないよう、脳活性化運動やレクリ
エーションをする教室（はつらつ講座）

運動機能向上のためのトレーニングを行う教室
（運動器の機能向上教室・パワリハ教室）

昼食を皆で食べることで、食生活を整え、交流
を図る会食サロン

閉じこもりや孤立にならないための地域の居場
所

デイサービスセンターなどの施設に通って趣味
活動や体操を行うサービス（生きがいデイサー
ビス・かんたん体操教室・骨骨貯筋体操教室）

食生活、低栄養予防に関する教室（栄養改善
教室）

健康麻雀、囲碁、将棋などの趣味の教室

高齢者団体の会合などで開催する介護予防に
関する講演会（介護予防講演会）

飲み込みの低下や“むせ”などを改善するため
の教室（口腔機能の向上教室）

その他

特にない

無回答

29.1

27.6

12.4

11.7

9.5

8.4

6.3

6.1

5.3

1.6

32.2

10.0

0 10 20 30 40 50
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④ 主な介護者の方について 

ア 主な介護者の年齢 

【要介護認定者】 

「60 代」の割合が 37.0％と最も高く、次いで「50 代」の割合が 20.6％、「70

代」の割合が 18.5％となっています。 

今後、介護者自身の高齢化もあり、介護者の負担が増加していくことが考えられます。 

【該当する基本目標 ３ 住み慣れた地域でいつまでも暮らせる自立と安心のまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 主に介護している者 

【要介護認定者】 

「子」の割合が 37.6％と最も高く、次いで「夫又は妻（内縁を含む）」の割合が

34.4％、「子の配偶者」の割合が 20.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 =

189 34.4 37.6 20.6
1.1

3.7
1.6

1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護認定者

回答者数 =

189 1.1
5.8

20.6 37.0 18.5 13.8 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護認定者

20歳未満 20代 30代 40代

50代 60代 70代 80歳以上

わからない 無回答

夫又は妻（内縁を含む） 子 子の配偶者

孫 孫の配偶者 兄弟・姉妹

親 その他 無回答
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ウ 主な介護者の働き方の調整等について 

【要介護認定者】 

「介護のために、「労働時間を調整（残業免除、短期間勤務、遅出・早帰・中抜け等）」

しながら、働いている」の割合が 36.5％と最も高く、次いで「特に行っていない」

の割合が 32.4％、「介護のために、２～４以外の調整をしながら、働いている」の割

合が 18.9％となっています。 

介護者の精神的、身体的、経済的な負担を軽減するため、各種関係団体と連携しな

がら、一層の支援の充実が必要です。 

【該当する基本目標 ３ 住み慣れた地域でいつまでも暮らせる自立と安心のまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 主な介護者の就労しながらの介護の継続について 

【要介護認定者】 

「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が 62.2％と最も高くなっています。 

介護離職とならないよう効果的なサービス提供や周囲のサポートが必要です。 

【該当する基本目標 ３ 住み慣れた地域でいつまでも暮らせる自立と安心のまちづくり】 

 

 

 

 

 

  

要介護認定者

回答者数 = 74 ％

介護のために、「労働時間を調整
（残業免除、短期間勤務、遅出・早
帰・中抜け等）」しながら、働いている

特に行っていない

介護のために、２～４以外の調整を
しながら、働いている

介護のために、「休暇（年休や介護
休暇等）」を取りながら、働いている

介護のために、「在宅勤務」を利用し
ながら、働いている

主な介護者に確認しないと、わから
ない

無回答

36.5

32.4

18.9

17.6

4.1

0.0

2.7

0 10 20 30 40 50

問題なく、続けていける 問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい 続けていくのは、かなり難しい

主な介護者に確認しないと、わからない 無回答

回答者数 =

74 9.5 62.2 9.5 9.5 9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護認定者
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⑤ その他について 

ア 健康について知りたいこと 

【高齢者一般】 

「認知症の予防について」の割合が 41.2％と最も高く、次いで「がんや生活習慣

病（高血圧など）にならないための工夫について」の割合が 37.9％、「望ましい食生

活について」の割合が 34.5％となっています。 

認知症予防、生活習慣病予防についての、広報・パンフレット等を利用した情報提

供や、各種講座、教室等の開催などを行うことが必要です。 

【該当する基本目標 １ 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者一般

回答者数 = 702 ％

認知症の予防について

がんや生活習慣病（高血圧な
ど）にならないための工夫につ
いて

望ましい食生活について

寝たきりや介護の予防について

運動の方法について

健康診断・各種検診の内容や
受け方などについて

歯の健康について

うつ病の予防について

その他

無回答

41.2

37.9

34.5

20.2

17.5

11.8

10.1

4.6

4.4

14.2

0 10 20 30 40 50
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イ 今後やってみたいと思うものについて 

【高齢者一般】 

「趣味の活動」の割合が 41.7％と最も高く、次いで「健康づくりやスポーツ」の

割合が 33.8％、「特にない」の割合が 23.4％となっています。 

これからは社会の価値観の多様化や高齢者ニーズに応じた学習、文化活動、スポー

ツ等の機会の提供が必要です。 

【該当する基本目標 １ 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

高齢者一般

回答者数 = 702 ％

趣味の活動

健康づくりやスポーツ

働くこと

学習や教養を高めるための活
動

社会奉仕活動（ボランティア、高
齢者の生活支援など）

老人クラブ活動

町内会、自治会の活動

その他

特にない

無回答

41.7

33.8

22.5

16.5

6.4

5.3

1.4

1.6

23.4

7.1

0 10 20 30 40 50
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ウ 介護が必要となった場合、介護を受けたい場所 

【高齢者一般】 

「介護保険制度のサービス（デイサービスや短期の宿泊サービスなど）や福祉サー

ビス（生きがい支援や緊急通報サービスなど）を使いながら、自宅で介護してほしい」

の割合が 45.2％と最も高く、次いで「なるべく家族のみで、自宅で介護してほしい」

の割合が 24.5％、「わからない」の割合が 13.4％となっています。 

高齢者が住みなれた家庭や地域で安心して、いきいき暮らせる社会を実現するため、

保健・医療・福祉の公的なサービス提供のみならず、ボランティア活動や近隣住民に

よる見守り・支えあいなど、さまざまな地域の資源をつなぐ人的ネットワークを構築

し、高齢者を地域全体で支える体制（地域包括ケアシステム）を積極的に推進するこ

とが必要です。 

【該当する基本目標 ３ 住み慣れた地域でいつまでも暮らせる自立と安心のまちづくり】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

なるべく家族のみで、自宅で介護してほしい

介護保険制度のサービス（デイサービスや短期の宿泊サービスなど）や福祉サービス

（生きがい支援や緊急通報サービスなど）を使いながら、自宅で介護してほしい

老人ホームなどの施設に入所したい

その他

わからない

無回答

回答者数 =

702 24.5 45.2 12.5 0.6 13.4 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高齢者一般
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４ 課題のまとめ 

（１）高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり 

本町のお達者度は男性で 18.05 歳（県内 11 位）、女性で 21.68 歳（県内 4 位）

（平成 26 年度）となっています。高齢者の多くは元気な高齢者であり、平均寿命が

長くなる中、健康寿命の延伸に向けた取組を推進することが重要です。 

アンケート調査によると、現在の健康状態について、“よくない”が一般高齢者で２

割、要支援認定者で６割となっており、一般高齢者で転倒に対して不安がある人が５

割、昨年と比べて外出の回数が減っている人が２割となっています。また、現在治療

中、または後遺症のある病気がある一般高齢者が８割を占め、健康について知りたい

ことについて、「がんや生活習慣病（高血圧など）にならないための工夫について」が

４割、「望ましい食生活について」が３割半ばとなっています。 

ライフステージに応じた健康づくり推進のため、若返り貯筋塾、にこにこ健康体操

等の教室やウォーキングマップの活用、自主グループの支援により、運動の定着に向

け普及を図っていますが、各種教室の参加者は固定化している傾向にあるため、健康

に関心が低い住民が健康づくりへの関心を高めることができるよう働きかけが必要で

す。 

高齢者がいきいきと暮らすために、健康に向けた意識の醸成をはかるとともに、日

常的な健康づくりの機会をつくることが必要です。若年のころからの生活習慣病予防

対策とともに、身体機能の維持・向上や介護予防、重症化予防の取組の充実が求めら

れます。 

アンケート調査によると、この１年間に、地域活動に参加したことがない一般高齢

者が３割、健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ参加意欲のある人が６割となっ

ています。 

老人（さわやか）クラブ（以下「老人クラブ」という。）活動の加入者は年々減少傾

向にあり、会員の高齢化も進んでいます。 

高齢者が、これまで培ってきた知識や経験、能力を活かし、地域における様々な分

野で、就労や多様な社会活動等に参画する機会を確保するなど、生きがいをもって暮

らすことができる環境づくりを進めることが大切です。 
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（２）高齢者が安心して暮らせる環境づくり 

① 地域支援事業 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域

で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括ケアシス

テムを深化・推進していくことが求められています。 

アンケート調査によると、一般高齢者で介護予防や生きがい活動を支援するサービ

スで利用したいと思うものについて、「認知症にならないよう、脳活性化運動やレクリ

エーションをする教室（はつらつ講座）」「運動機能向上のためのトレーニングを行う

教室（運動器の機能向上教室・パワリハ教室）」が約３割となっています。 

平成 29 年度より「かんたん体操教室」や「パワリハ教室」の終了した参加者が介

護予防活動を継続していけるように住民活動の場の支援やトレーニング機器を開放す

る生きがいトレーニングを開始しています。また、在宅での療養生活を支える体制や

在宅医療・介護の連携に対する体制を牧之原市と連携し、検討しています。 

今後、高齢者の更なる増加が見込まれる中、地域包括ケアシステムの構築の中核的

な役割を担う地域包括支援センターの機能強化が必要です。また、在宅で医療と介護

のサービスを必要とする高齢者が増加することが予測され、在宅で専門的な医療を受

けられる体制づくり、医療と介護従事者との連携体制の強化が必要です。 

さらに、地域ケア会議や各種研修会等において、関係機関や多職種、地域包括支援

センターとの連携により、近年、高齢者の多様化・複雑化している問題への対応を強

化する必要があります。 
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② 在宅福祉サービス 

高齢者が介護を必要とする状態になっても、その人らしく、安心して生活ができる

よう、地域の実情に応じた在宅福祉サービスの充実が必要です。 

また、在宅介護を進めるためには、介護をする家族の身体的負担や精神的負担、経

済的負担等の軽減を図ることが大切です。 

アンケート調査によると、介護が必要となった場合、自宅で介護してほしい一般高

齢者が７割、家族の人で介護が必要となった場合、自宅で介護したい一般高齢者が７

割半ばとなっています。さらに、現在の生活を継続していくにあたって、ほぼすべて

の介護認定者の主な介護者の方が不安に感じています。 

宅配による配食サービスやひとり暮らし高齢者等緊急通報システム、生きがいデイ

サービス通所事業、高齢者日常生活用具給付等事業、在宅支援生活品助成事業、福祉

介護手当支給事業などを実施しています。 

今後、多様な生活上の困りごとへの支援が特に必要となるひとり暮らし高齢者や高

齢のみの世帯の中で大きな役割を占めていくことを踏まえ、地域住民等の力を活用し

た多様な生活支援サービスを充実していくことが求められます。今後も、介護保険サ

ービスとの整合を図りながら在宅福祉サービスを継続して提供することが必要です。 

また、高齢者が高齢者の介護を行ういわゆる「老々介護」も増えることが考えられ、

家族介護者の負担軽減を図る必要があります。 

 

③ 認知症高齢者支援対策の推進 

認知症高齢者が増加傾向にある中で、認知症の早期発見、早期対応が重要となります。 

アンケート調査によると、健康について知りたいことについて、一般高齢者で「認

知症の予防について」が４割強、現在の生活を継続していくにあたって、要介護認定

者の主な介護者の方が不安に感じる介護等について、「認知症状への対応」が３割強、

高齢期を快適に暮らすために重要な施策について、ひとり暮らし高齢者で「寝たきり

や認知症にならないための予防対策」が３割半ばとなっています。 

平成２８年度に吉田町版認知症マニュアルを作成し全戸配布し、「吉田町認知症初期

集中支援チーム」を平成29年2月に設置し、認知症についての広報活動や早期発見、

早期対応への支援を実施しています。 

今後も、認知症早期発見・早期対応の体制強化に努めるとともに、認知症関連施策

の周知・啓発と更なる充実を図り、認知症に対する正しい理解の普及を進め、認知症

の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる環境づくり

を進める必要があります。  
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④ 高齢者の生活環境の整備 

ひとり暮らしの高齢者世帯や、高齢者のみ世帯など、生活支援を必要とする高齢者

が増加する中、住み慣れた地域で安心して生活していくためには、地域における見守

りなどの地域福祉活動による支えあいが重要です。 

アンケート調査によると、火事や地震、台風等の災害が発生した時、一人で避難で

きないひとり暮らし高齢者が 1 割半ば、そのうち近所に助けてくれる方がいない人が

５割となっています。また、日常生活上の支援が必要になったとき、地域の人にして

ほしい支援について、「緊急時や災害時の手助け」「安否確認等の定期的な声かけ・見

守り」が上位に挙げられており、高齢期を快適に暮らすために重要な施策について、

「病院や診療所などの医療機関の充実」「暮らしやすいまちづくり（段差の解消やわか

りやすい標識の設置など）」が挙げられています。 

災害時の支援体制の整備が重要視されています。また、これまでの保健福祉サービ

スは、高齢者、障害者、児童、母子、生活困窮者等、対象者と個々に対応していたた

め、複合化するニーズに単独の機関によるアプローチでは十分な対応ができなくなっ

ています。 

南海トラフ地震の発生が危惧される中、平成 23 年の東日本大震災や大規模自然災

害等の発生により、防災に対する意識はますます高まっています。 

高齢者の中には、災害などの緊急時に避難することが難しい人も多く、今後も自主

防災組織との連携や避難行動要支援者名簿を活用し、高齢者の避難支援体制の強化を

進めていくことが重要です。また、地域で安全・安心な生活が送れるように、犯罪に

対する防犯意識の高揚と見守り体制の強化が必要です。 
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（３）介護保険・介護予防サービスの充実 

高齢者が介護を必要とする状態になっても、その人らしく、安心して生活ができる

よう、地域の実情に応じた居宅サービス・施設サービスの充実が必要です。また、介

護保険サービスだけではなく、インフォーマルサービスなどを活用するなど、介護を

必要とする人の視点に立ったサービス提供を行うことが重要です。 

アンケート調査によると、介護保険サービスと費用負担について、「介護保険サービ

スを充実させるために、保険料の負担がその分増えることはやむを得ないが、利用料

の負担は現状程度とするのがよい」が３割となっています。また、介護保険制度全般

について、“満足している”が要支援認定者で６割、要介護認定者で７割半ば、担当の

ケアマネジャーについて、“満足している”が要支援認定者で７割半ば、要介護認定者

で約９割となっています。 

介護保険制度に関する冊子（吉田町版）を作成し、介護保険制度の周知を図ってい

ます。また、広報や『介護サービス事業者／医療機関ガイドブック』にて介護職の魅

力について紹介しています。 

介護サービスの提供体制の確保・拡充が求められる中、介護保険サービスを適切に

利用することができるよう、サービス内容と費用の両面から捉えた介護給付費の適正

化のため、ケアプランの点検や事業者への適正な指導と認定・給付の適正化を通し、

介護保険サービスが適切に利用され、介護保険制度を円滑に運営することが必要です。 
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第３章    計画の基本的な考え方 

 

 

１ 基本理念 

（１）健康長寿のまちづくり 

いつまでも住み慣れた自宅や地域で健康に暮らせることは、老後の生活を充実させ

る大きな柱となります。 

高齢者の健康増進や寝たきり予防など、介護が必要な状態にならないために健康寿

命の延伸を目指した介護予防の取り組みが重要になります。 

また、生きがいを持ち、笑顔に満ちた自分らしい生き方ができるために、身体的な

健康だけでなく、精神面においても充実した暮らしができるとともに、高齢者の就業

や社会参加を促進して、生活の質の向上を目指します。 

 

 

 

 

 

（２）支えあって暮らせる地域づくり 

高齢化と核家族化が進展する社会環境を考えると、家族や地域、行政の力だけで増

加する高齢者を支えていくことは困難になっていきます。このため、介護保険以外の

各種保健福祉サービス、在宅福祉サービスの充実をはじめ、相談や地域ケア等のサポ

ート体制を強化します。 

また、高齢者の暮らしと生活を社会全体で支えていくためには、地域に住む町民一

人ひとりの理解と協力が不可欠になります。そのため、地域のコミュニティだけでな

くボランティア、ＮＰＯ、民間企業、保健医療機関、行政等による緊密な連携体制を

構築し、高齢者の様々な不安を取り除きながら、高齢者自身も、“支えられる側”であ

ると同時に“支える側”として、互いに支えあっていきいきと暮らせる地域づくりを

目指します。 
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（３）安心して暮らせる介護サービスの提供 

介護が必要な状態にある方が、できる限り住み慣れた地域で安心して暮らせるため

に在宅介護サービス及び介護者への支援の充実を図る必要があります。要介護状態の

軽減・悪化の防止や要介護状態への予防対策を推進するとともに、心身の状況や生活

環境等に応じ、高齢者の選択による適切な保健・医療サービスや福祉サービスが、多

様な事業者または施設から、総合的・効率的に提供される体制づくりを目指します。 

また、要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅において、本人の能力に応じ

た自立した生活の営みを支援します。 
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２ 計画の基本目標 

（１）高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり 

いきいきと人生を送ることができるように、健康づくりと、介護予防を推進し、高

齢期の健康に対する意識を高め、高齢者が元気で暮らせるように支援していきます。 

また、地域で健康づくりや介護予防に継続して取り組める仕組みづくりを進めます。 

 

 

 

（２）地域包括ケアシステムの深化・推進 

高齢化のさらなる進行と要介護等認定者の伸びを踏まえて、介護保険サービスの量

的な整備と質の向上を図るとともに、医療・介護・予防・住まい・生活支援の一体的

な提供を図る地域包括ケアシステムの推進体制を充実します。 

また、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けていけるよう、住民が主

体的に地域での担い手となり、支えあいの輪を広げていく支えあいの地域づくりを進

めます。 

 

 

 

（３）住み慣れた地域でいつまでも暮らせる自立と安心のまちづくり 

高齢者の日常生活を支援するために、配食サービスや家事援助などの生活支援等、

在宅生活を継続するための支援を充実します。 

また、認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮ら

し続けるため、認知症の人やその家族の視点を重視し、認知症への理解を深めるため

の普及・啓発や認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供などを推進し

ます。 
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（４）高齢者が安全に安心して暮らせる環境づくり 

高齢者が安心して在宅生活を続けられるよう、居住継続の支援を行うとともに、日

常生活の基盤となる住まいについての情報提供や必要な施設の整備を促進します。 

また、防災・防犯にも配慮した安全で安心な地域づくりを推進します。 

 

 

（５）介護保険サービスの充実 

高齢化のさらなる進行と要介護等高齢者の伸びを踏まえて、介護保険サービスの計

画的な整備を進め、介護サービスの円滑な提供とさまざまな状況に適応できる介護サ

ービスの充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

３ 日常生活圏域の設定 

介護保険制度において、市町村は高齢者が住み慣れた地域で安心していつまでも暮

らせるよう、地理的条件、人口、社会的条件、生活形態、地域活動、介護給付等サー

ビスを提供するための施設の整備状況、その他の条件を総合的に勘案して「日常生活

圏域」を設定することが必要とされています。この日常生活圏域において、地域密着

型サービスの提供や、高齢者の総合的な支援を行うための地域包括支援センターを設

置することになります。 

本町では、人口条件等を勘案して引き続き町全体を１つの日常生活圏域として設定

します。 
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４ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本理念】 【基本目標】 【施策の方向】 

健
康
長
寿
の
ま
ち
づ
く
り 

支
え
あ
っ
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り 

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

（１）地域包括支援センターの充実 

（２）地域ケア会議の充実 

（３）医療・介護の連携 

（１）健康づくりと介護予防の推進 

（２）生きがいづくりと社会参加の推進 

（１）在宅福祉サービスと生活支援 
サービスの充実 

（２）認知症高齢者支援対策の推進 

（３）地域における支えあい体制の強化 

（４）介護者への支援 

１ 高齢者が健康で 

生きがいを持って 

暮らせるまちづくり 

３ 住み慣れた地域で 

いつまでも暮らせる 

自立と安心の 

まちづくり 

２ 地域包括ケアシス 

テムの深化・推進 

４ 高齢者が安全に 

安心して暮らせる 

環境づくり 

５ 介護保険サービスの 

充実 

（２）防犯・防災対策の推進 

（１）安心して暮らせる住環境の整備 

（１）居宅サービス 

（２）地域密着型サービス 

（３）介護保険施設サービス 

（４）サービスの質の向上と介護保険制度
の適正な運営 
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第４章    施策の展開 

 

 

 

１ 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるまちづくり 

（１）健康づくりと介護予防の推進 

① 健康相談 

現状・課題 

月１回、町民健康相談日を設け、心身の健康に関する個別の相談に応じ、各人の健

康管理を支援するとともに、必要に応じた相談ができるような環境づくりをし、あわ

せて家庭訪問を実施しています。 

健康状態を客観的に評価できる数値データに基づいた健康相談を実施する必要があ

ります。 

 

今後の方向性 

定期・随時の健康相談、家庭訪問により、生活習慣病の予防や様々な健康上の不安

解消に努めるとともに、生活習慣病の発症予防と重症化予防に重点を置き、特定健診

や骨粗しょう症検診要指導者の相談、禁煙に関する相談等の一層の充実と実施内容の

充実を図ります。 

また、健康診査や血液検査データに加え、体組成計等を活用し、健康相談を行いま

す。 
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② 健康診査 

○ 特定健康診査 

現状・課題 

平成 20 年度から、生活習慣病を予防するため医療保険の保険者が実施主体となり、

保険者ごとに被保険者の特定健康診査が義務付けられ、吉田町国民健康保険では、土

曜日の健診を加えるとともに、人間ドック受診者も対象とみなすことから委託機関も

拡大して実施しています。 

また、平成 25 年度からは後期高齢者医療保険の対象者も人間ドックの助成を実施

しています。 

 

今後の方向性 

引き続き、特定健康診査の周知を図るとともに、未受診者への受診勧奨に努めます。 

 

○ がん検診 

現状・課題 

胃がん、肺がん（結核検診も同時実施）、大腸がん、乳がん、子宮頸がん検診を実施

し、早期発見・早期治療を図っています。 

がん検診の受診率は子宮頸がん、乳がんは増加、胃がん、大腸がん、肺がんは減少

傾向にあり、国が目指すがん検診の受診率 50％を下回っていることから、引き続き

がん検診受診率向上のための取り組みが必要です。 

 

今後の方向性 

複数のがん検診や特定健診（国保・社保被扶養者）との同時実施、土曜日や女性限

定の検診の実施を継続するとともに、保健協力委員と連携し、未受診者の受診勧奨に

努めます。また、要精密検査の未受診者に対する受診勧奨、がん検診の効果的方法や

精度管理について、関係機関の連携強化を図り、実施方法の工夫を図ります。 

 

○ 歯周病検診 

現状・課題 

80 歳で 20 本の歯の保持ができることを目指し、節目の年齢（30、35、40、50、

60、70 歳）を対象に歯周病検診を実施し、歯周病等の予防及び早期発見・早期治療

を図っています。住民が受診しやすいよう、自己負担を無料にするなどの工夫をして

いますが、受診率は約 1 割程度とほぼ横ばいの状況です。  
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今後の方向性 

日々の口腔ケアの重要性に対する認識を高め、歯の手入れ方法の正しい知識の普及

や定期的な歯科検診の受診の勧奨などを図っていく必要があります。町民への周知に

あたっては、住民歯科会議で検討をしていきます。 

 

○ 骨粗しょう症検診 

現状・課題 

要介護状態の要因となる骨折や脊椎の変形等の原因となる骨粗しょう症への進行を

予防するため、節目の年齢（40、45、50、55、60、65、70 歳）の女性を対象

に検診を実施しています。骨粗しょう症検診では 40 歳代の若い年代での受診率が低

い傾向にあります。 

 

今後の方向性 

骨密度は 50 歳前後から減少することから、早い段階で自分の骨密度を把握し、予

防の意識を持つことができるよう、40 歳代の検診の受診勧奨に努めていきます。 

 

○ 肝炎ウイルス検診 

現状・課題 

40 歳以上で肝炎ウイルス検診を受診していない方を対象に実施し、ウイルス感染

を早期に発見し、適切な治療への導入を図っています。 

引き続き肝炎ウイルス検診未受診者に対して受診機会を提供するとともに、肝炎ウ

イルス陽性者に対して、生涯にわたって、医療機関の受診状況や受療状況を確認し、

未受診の場合には受診勧奨や相談支援を行う必要があります。 

 

今後の方向性 

40 歳の方については、国の補助金を利用し、自己負担金を無料とし、受診を促し

ます。 

肝炎ウイルス陽性者に対してフォローアップを実施します。 
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③ 健康教育 

現状・課題 

生活習慣病の予防、その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図るこ

とにより、「自らの健康は自ら守る」という認識と自覚を高め、健康の保持・増進を図

ります。また、特定健診の事後指導として「ヘルシーな食べ方教室」を開催していま

す。国保特定健診の結果では、糖尿病予備群及び高血圧有病者・予備群の割合が県と

比較し高い状況にあります。 

健康課題である高血圧予防など生活習慣病に関する知識の普及を強化していく必要

があります。 

 

今後の方向性 

高血圧、糖尿病等の生活習慣病や飲酒、たばこの健康影響や禁煙、歯科口腔保健、

８０２０運動の推進、ロコモティブシンドローム（運動器症候群）、慢性閉塞性肺疾患

（ＣＯＰＤ）、認知症予防のための生活習慣について健康教育を実施していきます。 

町内会を対象とした学習会「地区健康度アップ事業」を実施します。 

お塩のとりかたチェック票などを活用するなど、減塩の推進を強化し実施します。 

 

④ 食育 

現状・課題 

食育を通じて、食を楽しく学び、食についての意識を高め、食に関して適切な判断

力を身につけ、良い食習慣を送ることは、健康でいきいきと生活することにつながり

ます。若い世代から朝食摂取や栄養バランス等の望ましい食生活の正しい知識の普及

や、ライフステージに応じた栄養指導を実施しています。 

 

今後の方向性 

食育推進計画に基づき、食に関する学習や体験機会の充実、食文化の継承、食育を

推進するための体制づくりを進めていきます。健康づくり食生活推進員養成講座（健

康づくりセミナー）や育成研修を実施し、食育の推進を行う組織と人材を育成すると

ともに、その活動を支援します。 
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⑤ 健康づくり 

現状・課題 

ライフステージに応じた健康づくり推進のため、若返り貯筋塾、にこにこ健康体操

等の教室やウォーキングマップの活用、自主グループの支援により、運動の定着に向

け普及を図っていますが各種教室の参加者は固定化している傾向にあるため、健康に

関心が低い住民が健康づくりへの関心を高めることができるよう働きかけが必要です。 

 

今後の方向性 

認知症への関心も高いことから、若返り貯筋塾では、脳活性化運動なども実施しま

す。運動習慣の定着に向け、自主グループ活動の紹介や健康マイレージ事業を実施し

ます。 

 

⑥ 予防接種 

現状・課題 

高齢者の感染症予防として、インフルエンザ及び肺炎球菌予防接種を実施していま

す。肺炎球菌予防接種の実施にあたっては、肺炎や予防接種の効果及び日常生活の注

意等について健康教育を行っています。 

広報や様々な機会を通して予防接種を実施していることを周知し、より多くの町民

の実施を促しています。 

 

今後の方向性 

今後も予防接種を継続し、高齢者の疾病予防と感染予防、健康増進を図ります。 

 

⑦ 介護予防・生活支援サービス事業 

現状・課題 

介護保険法の改正では、地域の実情に応じた効果的・効率的な介護予防の取組を推

進する観点から、今まで全国一律、同じ仕組みで提供していた介護予防サービスのう

ち、「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」が地域の実情に応じて実施する「介

護予防・生活支援サービス事業」へ移行となり、当町では、平成２９年４月から実施

しています。 
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今後の方向性 

福祉課又は地域包括支援センターにて、基本チェックリストの申請を受け付けてお

り、身体状況等により介護認定を受けなくても事業対象者として、迅速にサービスを

利用できる体制が整ったことから、制度の周知に力を入れていきます。 

また、サービスを利用することで、本人の状態の維持・改善を図り、介護予防・生

活支援サービス事業から一般介護予防事業、通いの場等へ移行できるよう支援に取り

組みます。 

 

○ 訪問型サービス 

現状・課題 

平成 29 年度からの新しい総合事業では、訪問型サービスのうち現行相当の訪問介

護、訪問型サービス A（緩和した基準によるサービス）及び訪問型サービス D（移動

支援）を実施しています。 

 

今後の方向性 

今後一層の高齢化の進行が見込まれる中、地域社会の活力を維持するためには、豊

富な知識や経験を持つ高齢者の力が必要であり、シルバー人材センターの会員が訪問

し、生活援助を行う訪問型サービスＡの周知を図ります。 

また、専門職による居宅訪問指導等（訪問型サービスＣ）の必要性を検討していき

ます。 

 

○ 通所型サービス 

現状・課題 

平成 29 年度からの新しい総合事業では、通所型サービスのうち現行相当の通所介

護、通所型サービスＢ（住民主体による支援）及び通所型サービス C（短期集中予防

サービス）として、「パワリハ教室」「運動器の機能向上教室」「口腔・栄養教室」の 3

教室を実施しています。 

 

今後の方向性 

通所型サービスＣでは、医療法人に委託することで、理学療法士・歯科衛生士・管

理栄養士が指導に当たる質の高いプログラムが提供できていることから、引き続き事

業の周知を図っていきます。 

また、本人の状態の維持・改善が見られ、現行相当の通所介護から移行する方の受

け皿として通所型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）を立ち上げます。  
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実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

パワーリハビリ教室 

延べ参加人数    （人） 
357 338 252 400 400 400 

運動器の機能向上教室 

延べ参加人数    （人） 
240 259 262 400 400 400 

口腔機能の向上教室 

延べ参加人数    （人） 
89 151 

198 320 320 320 
栄養改善教室 

延べ参加人数    （人） 
18 21 

※平成 29 年度からの新しい総合事業では、通所型サービス C として、口腔機能の向上と栄養改善を 

一体的に学ぶ「口腔・栄養教室」を実施しています。 

 

⑧ 一般介護予防事業 

現状・課題 

従来の高齢者の心身の状態別に実施していた介護予防事業について、効果的で持続

的な介護予防を図るため、すべての高齢者を対象に幅広く高齢者の参加を促し、心身

の状態で区別せず、地域の実情に応じ、住民主体の取組みを含めた多様な主体による

柔軟な取組みにより、効果的かつ効率的な介護予防の取組みを行う「一般介護予防事

業」に平成 29 年 4 月から移行しました。 

 

今後の方向性 

核家族化の進展に伴い、家族との同居世帯においても、日中を一人で過ごす高齢者

が増加しています。機能訓練など心身機能に対する支援だけではなく、介護予防事業

の終了後も改善された状態を維持するための支援をはじめ、日中の居場所づくりや活

動の場づくりといった、高齢者本人を取り巻く生活環境や日常生活を通じた介護予防

を図る取組み及び日中独居者への支援として、高齢者が皆で会食等を行い、閉じこも

り防止を図る事業を検討します。 
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○ 介護予防普及啓発事業 

現状・課題 

老人クラブの定例会など、高齢者が集まる機会に運動器、栄養、口腔、居場所づく

りに関する講師を派遣し、1 時間ほどの介護予防講演会を行うほか、介護予防教室は、

いすに座ったままでも行える手遊びやゲーム等を含めた基礎体操を行う「かんたん体

操教室」や、トレーニング機器を利用した運動を行い運動器の機能を向上させる「パ

ワリハ教室」、筋力を高めるための効果的な体操やバランスの良い食生活についての講

話を行う「骨骨貯筋体操教室」、認知症予防のための有酸素運動や脳活性プログラムを

行う「はつらつ講座」を実施しています。 

また、平成 27年度に「SUN・サン体操～介護予防バージョン～」を作成し、介護

予防教室や介護予防講演会で行うほか、平成 28 年度には介護予防体操や口腔機能向

上体操を収録した介護予防体操 DVD を作成し、介護予防とセルフケアのさらなる普

及啓発を行っています。 

介護予防教室については男性の参加者が少ないことに加え、参加者にリピーター傾

向が強いため、事業終了後の受け皿の確保に苦慮している状況です。 

平成 29 年度より「かんたん体操教室」や「パワリハ教室」の終了した参加者が介

護予防活動を継続できるように住民活動の場の支援やトレーニング機器を開放する生

きがいトレーニングを開始しました。 

 

今後の方向性 

身近な場所での講演会や男性が参加しやすい介護予防教室についての事業展開を図

っていくほか、教室終了後に自主グループ等を立ち上げ、介護予防活動を継続できる

ような取組みや居場所づくりの支援に努めます。 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

介護予防講演会等 

開催回数      （回） 
9 13 20 20 20 20 

パワリハ教室※ 

延べ参加人数    （人） 
455 533 350 450 450 450 

かんたん体操教室 

延べ参加人数    （人） 
2,738 2,760 2,660 2,700 2,700 2,700 

骨骨貯筋体操教室 

延べ参加人数    （人） 
762 616 500 600 600 600 

はつらつ講座参加 

延べ参加人数    （人） 
1,201 1,254 1,250 1,250 1,250 1,250 

※パワリハ教室については、平成 28 年度まで二次予防事業での実施でしたが、平成 29 年度より一

般介護予防事業へ移行しています。 

※骨骨貯筋体操教室については、平成 27 年度まで 1 会場にて年 3 教室の実施でしたが、平成 28 年

度より 4 会場を巡回する年 4 教室での実施に変更しています。 
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○ 地域介護予防活動支援事業（生涯現役人材バンク事業） 

現状・課題 

高齢者人材活用センターは、老人福祉センターの分館として高齢者の安定的な雇用

の確保を図るとともに、年齢に関わりなく働くことができる社会の実現に向けた雇

用・就業環境の促進を図る高齢者福祉施設の新たな拠点となっています。 

ボランティアポイント制度を導入したことにより、長年ボランティア活動をしてい

る方々の意欲が上がり、ボランティア人数の増加や、やりがいが増進され一定の効果

が見込まれています。 

 

今後の方向性 

介護予防のための教室や趣味・教養の向上を図る事業のほか、高齢者が長年培って

きた知識や経験、技能を地域の貴重な財産として生かし、社会の支え手として活躍を

促すために、その力を活用したい町民と高齢者を結びつける「生涯現役人材バンク」

事業の更なる周知を図ります。 

元気な高齢者が生きがいをもって地域社会に参加することができるように、（一社）

吉田町シルバー人材センター（以下「シルバー人材センター」という。）と協働し登録

者をサポートしていきます。 

 

○ 一般介護予防事業評価事業 

現状・課題 

介護予防教室や介護予防に関する講演会や相談会の開催回数や参加者数等での評価

に加え、住民の介護予防に関する認識度など、介護予防に関する普及・啓発事業の評

価を実施しています。 

 

今後の方向性 

年度別比較を行うなど、翌年度以降の介護予防事業の実施方法等に生かせるよう検

討します。 
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（２）生きがいづくりと社会参加の推進 

① 老人クラブ活動の推進 

現状・課題 

明るい長寿社会の実現及び老人福祉の向上に資するため、老人クラブ活動費補助事

業を通じて、自主的かつ積極的な活動の支援を行っています。 

老人クラブ会員は年々減少しており、会員の高齢化も進んでいますが、友愛訪問や

各種行事等の活動は継続して積極的に実施しており、会員の生きがい、社会参加、介

護予防等に大きな成果を上げています。 

 

今後の方向性 

高齢者の生きがい活動が継続できるように、引き続き、老人クラブ活動費補助事業

を通して支援に努めていきます。 

 

② シルバー人材センター活動の推進 

現状・課題 

高齢者の就業機会の増大と生きがいの充実を図るため、シルバー人材センター運営

費補助事業を通じて、シルバー人材センターの活動を支援しています。 

シルバー人材センターは補助金を活用し、家事援助事業等の地域に貢献する事業を

実施し、高齢者の生きがい活動の場として成果を上げています。 

多様なニーズに対応した高齢者の就業機会を提供していくことが必要です。 

 

今後の方向性 

高齢者が長年培った技術・技能を社会に還元するとともに、高齢者の就業機会の提

供を推進するため、引き続き、シルバー人材センター運営費補助事業を通して支援に

努めていきます。 
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③ 高齢者を支援する人材の育成と確保 

現状・課題 

社会福祉協議会によるボランティア育成事業を支援し、ボランティア活動やコミュ

ニティ活動等への参加を促進しています。 

 

今後の方向性 

高齢者を地域で支える体制を構築させるために、地域の理解とボランティアの確保

が必要です。ボランティア育成事業と連携し、ボランティアの育成に努めます。 

また、福祉に関する理解を深めるための交流会や勉強会などを通じて、ボランティ

アなどの育成やＰＲに努めていきます。 

 

④ 社会活動への参加の支援 

現状・課題 

社会福祉協議会によるボランティア及びボランティアコーディネーター育成の支援

を通じて、リーダーシップのある人材の育成や主体性を発揮できるような支援に努め

ています。 

また、老人福祉センター指定管理事業、老人福祉センター運営協議会の開催を通じ

て、高齢者の活動の場である老人福祉センターの機能強化や関係機関との連携強化に

努めています。 

 

今後の方向性 

高齢者が喜びや楽しみを感じ、生きがいづくりや健康づくりができるような事業を

展開していくとともに、各事業の指導者となる人材の発掘・育成に努めていきます。 

老人福祉センターの活用や、高齢者人材活用センターで実施している「生涯現役人

材バンク事業」を周知し、積極的な社会参加活動の場や機会の提供に努めます。 
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２ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

（１）地域包括支援センターの充実 

① 地域包括支援センターの運営 

○ 地域包括支援センターの機能強化 

現状・課題 

平成 18 年度の介護保険制度改正に伴い、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門

員の３職種のほか、介護支援専門員や事務職員を配置し、高齢者が住み慣れた地域で

生活を継続していくための様々なニーズに対して、包括的に支援していく中核機関と

して「地域包括支援センター」が創設されました。本計画における地域包括ケアの中

核となる機関です。 

委託型の地域包括支援センターとして社会福祉協議会へ委託し健康福祉センター

「はぁとふる」の 2 階に設置しています。 

吉田町地域包括支援センター運営協議会を開催し運営状況の点検・評価等を行いま

した。相談件数の増加や緊急時の対応などで残業になるなど解決までに時間を要する

ケースもあり業務が多忙になっています。 

総合事業の開始に伴う介護予防関係の研修、認知症地域支援推進員に係る研修など

に参加しています。 

 

今後の方向性 

ア 地域包括支援センターの設置場所及び設置箇所数 

地域包括支援センターは、地域包括ケア体制を構築するため、地域のネットワーク

を基盤としながら、地域住民の相談に対するワンストップサービスの拠点として、様々

な生活支援サービスが適切に提供されるよう調整することが期待されています。 

地域包括支援センターの設置箇所については、当面、現状の体制とし、地域包括支

援センター業務全般を効果的に推進するため、各介護事業所とも緊密な連携を図り、

相談体制の整備に努めます。 

 

イ 地域包括支援センターの人員改善・職員のスキルアップへの取組み 

今後一層重要性が増していく地域包括支援センターの機能強化を図るため、職員を

増員し、高齢者の状態の変化に対応した継続的なケアマネジメントを行うことができ

る体制を図ります。 

職員の資質向上のため、引き続き、各専門職がそれぞれの立場から課題を考察し、

関係機関との連携が行えるよう積極的に研修を受講していきます。  
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ウ 地域のネットワークの構築とケアマネジメント力の向上 

介護予防事業の効果的な実施をはじめ、高齢者等が住み慣れた地域で必要とする適

切なサービスが総合的に利用できるように、地域の関係団体・関係機関、サービス提

供事業者等の人的ネットワークと情報ネットワークを推進します。 

また、地域包括支援センターの運営にあたっては、公正・中立性を確保し、その円

滑かつ適正な運営を図るとともに、センターに求められる機能が十分に発揮されるよ

うに、運営状況の点検・評価等を行います。 

 

○ 総合相談支援事業／権利擁護事業 

現状・課題 

地域の高齢者やその家族等からの各種相談に対して専門職種が幅広く総合的に対応

し、多面的支援を行っています。 

民生委員児童委員との意見交換会を開催し、民生委員児童委員からの情報を元に高

齢者の個別訪問を実施しています。 

また、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者に対する虐待や権利擁護に関する相談や

対応を行っています。高齢化の進展に伴い相談内容は多種多様であり困難事例も増え

ているため、相談内容を的確に把握し適切な対応を図ることが求められます。 

 

今後の方向性 

相談業務はすべての業務の入り口となる業務です。相談内容を的確に把握し適切な

対応を図ります。 

地域包括支援センター便りを継続して発行しセンターの役割をはじめ 65 歳以上の

相談機関であることを周知していきます。 

また、ネットワークを構築して関係機関等との連携を図り、高齢者虐待の防止や早

期発見に向けて啓発活動を進めます。 
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○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

現状・課題 

施設・在宅を通じて地域における包括的・継続的なケアを実施するため、医療機関

を含めた関係機関との連携体制を構築し、地域の介護支援専門員と関係機関の間の連

携を支援しています。 

また、介護支援専門員の資質向上を図るため、成功事例発表会や研修会を実施し、

制度や施策等に関する情報提供を行っています。 

処遇困難ケースや医療依存度の高い高齢者が増加しており、介護支援専門員への支

援がより必要とされています。 

 

今後の方向性 

地域の介護支援専門員の資質向上を図る観点から、必要に応じて、地域包括支援セ

ンターの各専門職や関係機関とも連携の上、引き続き、介護支援専門員の資質向上と

連携強化を図るため成功事例発表会や研修会を実施するとともに、ケアプランや支援

内容に対する助言を行います。 

 

○ 介護予防ケアマネジメント事業 

現状・課題 

要支援者及び事業対象者に対して連続性・一貫性を持った介護予防ケアマネジメン

トを行っています。 

介護予防と自立支援の視点を踏まえたケアプランを作成することで、介護予防・生

活支援サービス事業から一般介護予防事業へ移行できるよう支援しています。 

対象者を正確に把握し、介護予防への意識の向上を図ることが必要です。 

 

今後の方向性 

対象者へ介護予防の必要性を周知し、意識の向上を図り一貫した専門的、効果的、

効率的な介護予防を推進します。 
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② 相談援助体制の整備 

現状・課題 

これまでの保健福祉サービスは、高齢者、障害者、児童、母子、生活困窮者等、対

象者と個々に対応してきましたが、複合化するニーズに単独の機関によるアプローチ

では十分な対応ができなくなっています。 

 

今後の方向性 

引き続き相談窓口から専門機関へのつなぎ方などに関する情報提供、相談受付の技

術向上などを図ります。また、庁内の健康福祉グループ 3 課をはじめとして地域包括

支援センター等との相談体制の連携を強化します。 

 

 

（２）地域ケア会議の充実 

① 地域ケア会議 

現状・課題 

町が開催する地域全体の課題解決に向けた「地域ケア会議」は、問題解決まで至っ

ていない状況です。 

いくつかの個別ケア会議で顕在化した地域課題について、地域でできる解決方法を

話し合うため、協議体「高齢者の生活を支え合う会」のほか、町全域として検討する

ための「地域ケア会議」を開催していく必要があります。 

 

今後の方向性 

高齢者の生活を支えあう会や個別ケア会議等から、町内の地域課題を抽出し、地域

の課題を町の施策へとつなげます。 

 

② 個別ケア会議 

現状・課題 

地域包括支援センターを中心として、処遇困難ケースの検討を通じた高齢者の自立

支援のためのケアマネジメントの支援、地域ネットワークの構築や地域課題の把握を

行っています。 
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今後の方向性 

地域包括支援センターを中心として、高齢者等への適切な支援を図るために必要な

検討を行うとともに、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むため、処遇困

難個別ケースの支援方法を検討する「個別ケア会議」、多職種が協働して高齢者の個別

課題の解決を図るとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの

実践力を高めることを目的とした「介護予防のための地域ケア個別会議」を開催しま

す。 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

地域ケア会議の開催回数 

（回／年） 
0 1 1 1 1 1 

個別ケア会議の開催回数 

（回／年） 
14 13 15 15 15 15 

介護予防のための地域ケア

個別会議の開催回数 

（回／年） 

－ － 2 10 12 12 

 

（３）医療・介護の連携 

① 在宅医療・介護連携の推進 

○ 各関係機関との連携強化 

現状・課題 

現状では、地域の医療・介護サービス資源を把握し、必要に応じて医療機関や介護

サービス事業所との連携は図れていますが、在宅での療養生活を支える体制を牧之原

市と連携し、検討しています。 

 

今後の方向性 

高齢者の日常生活圏域を基本にした各種サービスを円滑に利用できる環境の整備を

進めます。 

また、介護等を要する高齢者の需要に対応し、地域の状況に合った包括的・継続的

なケアを提供するための拠点である地域包括支援センターを中心として、研修会等を

実施するなど職員の資質向上を図るとともに、介護支援専門員や居宅サービス事業者

と緊密な連携を図りながら指導・支援していきます。 
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○ 医療と介護の連携強化 

現状・課題 

地域の医療・介護の各関係機関は把握しているものの、在宅医療・介護の連携に対

する体制を牧之原市と連携し、検討しています。 

また、医師の高齢化、医師数の確保が困難な状況にあります。このため、医療や介

護の関係機関が連携し、在宅での療養生活を支える体制づくりが必要です。 

 

今後の方向性 

高齢者に対する保健・医療、福祉、介護などの多様なサービスが身近なところで包

括的に提供ができる支援体制を確立するため、保健、福祉、介護の関係機関や三師会

（医師会、歯科医師会、薬剤師会）との連携を強化します。 

また、在宅を中心としたケアを支援するためには、保健・医療、福祉、介護などの

各サービスが一体となった提供体制が必要であり、地域包括支援センターと連携のも

と、地域ケア会議等の取組みの中で関係機関との情報共有に努め、各サービスが切れ

目なく効果的に提供される体制づくりを目指します。  
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３ 住み慣れた地域でいつまでも暮らせる自立と安心のまちづくり 

（１）在宅福祉サービスと生活支援サービスの充実 

① 生活支援サービスの体制整備 

現状・課題 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等が増加している中、多様な生活支援サー

ビスを提供することが必要です。高齢者のニーズに合った様々なサービスが必要であ

り、行政だけではなく既存の社会資源（介護サービス事業所、民間企業など）やＮＰ

Ｏ、ボランティアなどの各関係機関と連携し多様な主体によるサービス提供が期待さ

れます。 

生活支援サービスの充実に向けて、ボランティア等の生活支援の担い手の養成・発

掘等の地域資源の開発や、地域で生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向

けたコーディネート機能を果たす「生活支援コーディネーター」を平成２８年度に１

名配置し、町内の居場所やサロンといった通いの場を訪問することでネットワークを

構築し、地域の社会資源の把握を行いました。平成２９年度は、収集した社会資源を

一冊にまとめた「地域の支えあい活動応援ブック」を作成するとともに、福祉のまち

づくりボランティア講座を開催しました。また、コーディネーターと生活支援・介護

予防サービスの提供主体等が連携し情報共有の場となる協議体（高齢者の生活を支え

合う会）を設置しました。 

 

今後の方向性 

更に活発な情報共有の場となる協議体（高齢者の生活を支え合う会）を開催し、不

足するサービスの把握と新たなサービスの創出を行います。 

 

② 介護相談員派遣事業 

現状・課題 

介護相談員が、介護保険施設等を訪問し、利用者から介護サービスに関する疑問や

相談を受け、その問題解決に努めています。 

平成 29 年度に 1 名の相談員を養成し、現在 8 名の体制で、町内の介護保険施設

10 施設 17 事業所を月 1 回訪問しています。平成 28年度の声かけは 3,293 件で、

介護相談員のいる安心を提供しています。 
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今後の方向性 

介護相談員は、利用者と事業者の橋渡し役という重要な役割であり、介護保険制度

の知識や技術が必要なため、今後も人材の確保と資質向上に努めます。 

サービス利用者等の話を聞き、相談に応じる活動は、トラブル・苦情に至る事態を

未然に防ぎ、解決策への提案につながることから、今後も継続した派遣を実施してい

きます。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

延べ利用人数  （人／年） 3,882 4,640 4,758 4,760 4,760 4,760 

 

③ 配食サービス事業 

現状・課題 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ、身体障害者のみの世帯等で食事の調理が困難な

方に対して、宅配による配食サービスを実施しています。 

食生活の面から健康改善を図るとともに、訪問時に利用者の安否確認を行うことで、

在宅生活の維持・継続を支援しています。 

障害者は、自立支援を目的とした家事援助サービスを利用する場合が多く、現在、

配食サービス事業の利用はない状況ですが、必要な事業です。 

なお、65 歳以上の高齢者については、地域支援事業で実施しており、65 歳未満の

概ね高齢者及び障害者については、在宅福祉サービスで実施をしています。 

 

今後の方向性 

在宅において、自立した日常生活を続けることができるよう支援を継続します。 

また、福祉関係者に周知を行い、対象者の把握に努めるとともに、更なる PR に努

めます。 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

登録人数    （人／年） 56 61 68 68 68 68 

延べ利用食数  （食／年） 2,506 2,636 3,536 3,550 3,550 3,550 
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④ 高齢者日常生活用具給付等事業 

現状・課題 

介護を必要とする高齢者やひとり暮らしの高齢者等に対し、在宅生活上必要となる

日常生活用具の給付または貸与をする事業です。「火災報知器、自動消火器、電磁調理

器」の購入助成及び「特殊寝台、褥瘡防止マット」の貸与を行っています。 

特殊寝台と褥瘡防止マットの貸与は、対象者の必要時に比較的活用されており、福

祉関係者等関係機関に事業が周知されており、購入助成も品目によっては利用されて

いますが、利用されていない品目もあるため、助成品目の検討が必要です。 

 

今後の方向性 

福祉関係者等関係機関に周知を行うとともに、高齢者の生活実態に即した助成品目

の見直しを行います。 

 

⑤ 救急医療情報キット配布事業 

現状・課題 

65 歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯に対し、緊急時に迅速かつ的確な

対応を行うために、かかりつけ医療機関名、治療状況及び緊急連絡先などの救急時に

必要な医療情報を冷蔵庫に保管する吉田町救急医療情報キットを配布する事業です。

配布後の高齢者による確実な管理が課題です。 

 

今後の方向性 

消防署と連携を強化して、利用状況の把握を継続します。 

対象世帯の全戸配布を目標に、緊急時に迅速かつ的確な対応に繋がるよう事業の目

的を周知し、引き続き福祉関係者の協力を得ながら普及・啓発に努めます。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

配布人数    （人／年） 23 20 30 34 35 40 

延べ利用人数    （人） 801 821 851 885 920 960 
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⑥ 救急連絡カード配布事業 

現状・課題 

75 歳を迎える高齢者及び 75 歳以上の転入者、救急医療情報キット配布者、65 歳

以上のカード希望者に対し、緊急時に迅速かつ的確な対応を行うために、緊急連絡先

を記入し携帯するカードを配布する事業です。配布後の高齢者による確実な管理が課

題です。 

 

今後の方向性 

新たに 75 歳を迎える高齢者に対してカードを配布するとともに、緊急時に迅速か

つ的確な対応を行うためにカードの活用について普及・啓発に努めます。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

配布人数    （人／年） 174 278 280 300 300 300 

 

⑦ 高齢者移動支援事業 

現状・課題 

高齢者の閉じこもりの予防及び社会参加を促すため、町内の福祉行事への参加、通

院（所）や入退院（所）、官公庁へのサービス申請、その他社会生活上必要不可欠な外

出等、高齢者が外出する際における目的地までの車両による送迎をボランティアが行

う事業です。 

送迎を担うボランティアの不足等により利用希望者が利用できず、利用回数が減少

している状況にあるため、更なる事業の検討が必要です。 

 

今後の方向性 

ボランティアの普及・促進に努め、利用希望者のニーズに即した事業内容に見直し

ていきます。 

運転免許の返納者をはじめ、障害者から高齢者までを含めた総合的な福祉施策に配

慮した日常生活移動支援事業を創設します。 
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実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

登録人数    （人／年） 26 19 26 30 30 30 

延べ利用回数  （回／年） 122 49 122 130 130 130 

 

⑧ 生きがいデイサービス通所事業 

現状・課題 

家に閉じこもりがちな高齢者に対し、自立した生活を維持し、要介護状態へ移行し

ないように、レクリエーションや軽運動活動を通所事業により提供しています。 

事業の継続利用者が多く、事業年度終了後の受け皿の確保に苦慮している状況です。 

 

今後の方向性 

新規利用対象となる高齢者の把握に努めるとともに、継続利用者の他事業への移行

を図ります。また、事業内容について見直しを行い、利用者がより自立した生活を送

ることができるよう支援します。 

 

⑨ ワンコインサービス事業 

現状・課題 

平成29年6月からひとり暮らしの高齢者や高齢者だけで暮らしている世帯に対し

て、買い物、掃除、衣類の洗濯など、軽易な日常生活の援助を１時間 100 円や 500

円など安価なワンコインで提供するサービスを開始しました。 

福祉関係者に周知を行い、対象者の把握に努めるとともに、更なる PR に努めます。 

 

今後の方向性 

高齢者が軽度な日常生活の援助を安価で受けられるようにし、併せて元気な高齢者

（シルバー人材センターの会員など）が高齢者を支える仕組みづくりと就労促進を図

っていきます。 
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（２）認知症高齢者支援対策の推進 

① 認知症地域支援・ケア向上事業 

現状・課題 

認知症の相談については、地域包括支援センターが中心となり医療機関や介護保険

施設へつなげるなど、介護サービスが利用できるように支援しています。 

社会福祉士１名を地域包括支援センター内に配置し、関係機関との円滑な連携強化

を図っています。 

 

今後の方向性 

医療機関や介護サービスなどの関係機関の連携の調整役となる「認知症地域支援推

進員」を引き続き地域包括支援センター内に配置し、関係機関との円滑な連携強化を

図ります。 

また、「認知症カフェ」の設置を推進し、認知症の方やその家族などの介護者が地域

住民や専門職と情報共有し合う場や、認知症サポーター等をはじめとする関係者の連

携強化を図ります。 

 

② 認知症初期集中支援事業 

現状・課題 

平成 29 年２月に吉田町認知症初期集中支援チームを設置し、認知症が疑われる高

齢者の早期発見・早期診断につなげる体制の充実を図っています。 

チームで支援する対象者の把握方法が課題です。 

 

今後の方向性 

今後も吉田町認知症初期集中支援チームを中心に早期発見、早期対応のための支援

体制を強化していきます。 

 

③ 若年性認知症施策推進事業 

現状・課題 

住民の若年性認知症に対する理解を促進するため、「静岡県若年性認知症相談窓口」

の周知を図っています。 

認知症は、高齢者特有の疾患であるという誤解から、本人や周囲の気づきが遅く、

医療機関の受診が遅れがちになるとともに、周囲から誤解を受けやすいなどの課題が

あります。  
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今後の方向性 

働き盛りに発症する若年性認知症をテーマに、病気の理解、医療や介護、周囲の支

援に関する講座を開催します。 

 

④ 認知症サポーター・キャラバンメイト養成事業 

現状・課題 

認知症を正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者である「認知

症サポーター」を養成しています。 

認知症サポーターやキャラバンメイト数を増加させるだけではなく、活躍できる場

を支援していく必要があります。 

 

今後の方向性 

依頼に応じて講師を派遣し、認知症サポーター養成講座を効果的に開催することで、

住民の認知症に対する理解を深め、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者を増

やします。 

認知症サポーター養成講座修了者を把握し、認知症の方やその家族を温かく見守る

応援者である立場は維持しつつ、様々な場面で活躍できるように支援を進めます。 

また、住民の認知症への理解を深めるため、広報やホームページをはじめ、地域包

括支援センターと連携し、講座や講演会など認知症に関する普及・啓発活動を推進し

ます。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

認知症サポーター数 （人） 663 872 1,000 1,100 1,200 1,300 

キャラバンメイト数 （人） 12 18 21 23 25 27 

実施回数    （回／年） 2 5 3 5 5 5 
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⑤ 徘徊高齢者家族への支援事業 

現状・課題 

平成 29 年度に認知症高齢者の行方が分からなくなった場合に備え、靴やカバン、

杖などに貼る「高齢者見守りオレンジシール」の交付を開始しました。 

また、認知症の症状を持つ人に配慮した声かけ方法や見守りのポイントを習得する

ための「高齢者見守り声かけ講座」を開催し、高齢者を隣近所や地域で声かけ、見守

り、保護していく仕組みを検討しています。 

 

今後の方向性 

認知症高齢者を早期に発見し保護できる体制づくりを推進し、更なるＰＲに努めて

いきます。 

 

⑥ 成年後見制度利用支援事業 

現状・課題 

成年後見制度は、認知症などにより自分で十分な判断をすることが困難な方に代わ

り、本人の権利や財産を守ることを目的とした制度です。 

平成29年5月に1件の町長申立てを行い成年後見制度の利用へつながるよう支援

することができました。今後も制度に対する理解及び周知を図る必要があります。 

 

今後の方向性 

相談体制の強化を図るとともに、成年後見制度研修会を開催するなど制度の普及に

努め、制度利用へつながるよう支援します。 

また、成年後見の申立てをすることが困難な方は、町長申立てを行い、後見人等の

報酬の負担を助成することで、成年後見制度の活用促進を図ります。 

高齢者の権利擁護を図るため、引き続き、成年後見制度利用支援事業を通して支援

に努めていきます。 

 

  



 
65 

 

（３）地域における支えあい体制の強化 

① 高齢者の見守りネットワークの構築 

現状・課題 

民生委員児童委員や福祉関係団体、事業者団体など地域福祉推進に関わる人だけで

なく、多くの人に地域で見守り支えあうことの必要性を呼びかけ、地域で認知症高齢

者やひとり暮らし高齢者等を見守るネットワークの構築を図っています。 

 

今後の方向性 

引き続き、定期的に連絡会を開催して情報交換等を行うとともに、ネットワークへ

の協力事業所の拡大にも努めます。 

 

② 広報・啓発事業 

現状・課題 

高齢者が必要な支援を適切に受けることができるよう、町が実施する事業を始め、

様々な福祉情報を提供するため、ふれあい広場等のイベントや広報よしだ、ホームペ

ージ等を活用した広報活動により、広く情報提供を図ります。 

高齢者本人とその家族が理解できる、分かりやすい言葉や視覚効果を考慮した広報、

啓発が必要です。 

 

今後の方向性 

高齢者やその家族等に対して、町が実施する事業やサービスの情報提供を行うとと

もに、福祉についての幅広い情報等（認知症、転倒防止について等）を町民が集まる

機会を利用したり、パンフレットを活用するなど、広報・啓発に努めます。 

地域全体で高齢者を支える観点から、若年層、中年層にも高齢者支援情報を積極的

に提供していきます。 
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（４）介護者への支援 

① 家族介護支援事業 

現状・課題 

在宅で高齢者の介護を行っている家族に対し、介護方法などの助言や情報提供を行

うための知識や技術を習得するため「介護者のつどい」を開催するとともに、高齢者

を介護している家族を一時的に介護から解放し、心身の回復や介護者相互の交流が図

られるように、情報交換会を実施し、家族介護の支援を行っています。 

平成 28 年度から開催回数を年 4 回から年 6 回にしたため、参加者数を増やすこと

ができました。 

「悩みや相談内容の違いはあるものの参加できて良かった」と喜びの声を聞くこと

ができ、事業の目的を概ね達成することができました。 

 

今後の方向性 

今後も年 6回開催し、事業の周知啓発を強化します。さらに男性の方にも多く参加

してもらえるよう、働きかけの仕方を検討します。 

 

② 在宅支援生活品助成事業 

現状・課題 

在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者、身体障害者等に介護用品やリハビリ用具等

の購入費用の一部を助成することで、介護している家族の身体的、精神的、経済的負

担の軽減を図っています。助成対象品目については、「紙オムツ・尿とりパッド」、「防

水シーツ」、「リハビリシューズ」、「位置情報探索端末機器」等があります。 

平成 26 年度に「位置情報探索端末機器」を助成対象品目に追加し、平成 29 年 1

月、4 月に各 1件助成を行い、徘徊高齢者の早期発見・保護へつながる支援を行うこ

とができました。 

なお、６５歳以上の高齢者については、地域支援事業で実施しており、65 歳未満

の概ね高齢者や障害者等を対象とした在宅福祉サービスとして実施しています。 
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今後の方向性 

平成 26 年度に、助成対象品目について見直しを行い、行方の分からなくなった認

知症の高齢者を早期発見・保護することを目的として「位置情報探索端末機器」の助

成を開始したことから、更なるＰＲに努めます。 

福祉関係者に周知を行い、対象者の把握に努めるとともに、更なるＰＲに努めます。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

利用人数    （人／年） 28 18 25 25 25 25 

実施回数    （回／年） 50 36 42 42 42 42 

 

 

③ 福祉介護手当支給事業 

現状・課題 

高齢者及び身体障害者等で常時介護を必要とする方の介護者に対して、手当を支給

することにより、在宅介護を支援する事業です。在宅介護者をねぎらうとともに経済

的支援を行うことで、介護が必要になっても自宅で生活したいと願う高齢者とその家

族を支援しています。 

民生委員児童委員と連携をとりながら調査を行い、在宅で介護をしている方へ福祉

介護手当を支給しています。 

 

今後の方向性 

高齢化が進み、在宅介護する家族が増加すると見込まれることから、福祉関係者に

周知を行い、また、民生委員児童委員と連携して対象者の身体状況や介護状況などを

把握することが必要です。引き続き、適正な給付に努めます。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

登録人数    （人／年） 29 25 25 25 25 25 

延べ利用人数  （人／年） 234 216 232 248 248 248 
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４ 高齢者が安全に安心して暮らせる環境づくり 

（１）安心して暮らせる住環境の整備 

① 養護老人ホーム 

現状・課題 

65 歳以上の高齢者を対象に、身体上、精神上、住宅等環境上の理由及び経済的な

理由により、居宅において生活することが困難な方が入所する施設です。 

町内には養護老人ホームはありませんが、2 市 1町（牧之原市、御前崎市、吉田町）

で運営する「相寿園」が牧之原市にあります。 

現在２名の方を養護老人ホームが措置入所しています。（近年、措置入所数の増減は

ありません。） 

 

今後の方向性 

措置対象者の見込数については、推測困難でありますが、突発的なケースにも対応

できるように関係機関との連携に努めていきます。 

 

② 老人福祉センター 

現状・課題 

60 歳以上の方や単位老人クラブに加入している方たちが、話し合いや健康の増進、

教養の向上、趣味クラブの場として活用しています。 

高齢化が急速に進む中、高齢者の生きがいづくりや健康づくりの場としての一層の

活用が期待されます。 

平成 26 年度に完成した高齢者人材活用センターは、老人福祉センターの分館とし

て位置付け、高齢者の安定的な雇用の確保を図るとともに、年齢に関わりなく働くこ

とができる社会の実現に向けた雇用・就業環境の促進を図る高齢者福祉施設の新たな

拠点として活用します。 

各施設の軽微な修繕については、指定管理者との契約の範囲内で、効果的・効率的

に行うことができています。 

 

今後の方向性 

個々に必要な高齢者福祉施設サービスを利用し、安心安全で、その人らしくいきい

きとした日常生活をおくることができるように、引き続き適正な管理運営に取り組ん

でいきます。  



 
69 

 

（２）防犯・防災対策の推進 

① 防犯・防災対策 

現状・課題 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中、地域で安全・安心な生活が

送れるように、犯罪に対する防犯意識の高揚と見守り体制の強化が必要です。 

また、災害時の支援体制の整備が重要視されており、自主防災組織との連携や避難

行動要支援者名簿を活用し、個別計画の策定を推進して防災対策を継続していくこと

が必要です。 

犯罪被害では振り込め詐欺を中心とした犯罪の標的とされています。また、災害発

生時のひとり暮らしの高齢者の安否が懸念されています。 

 

今後の方向性 

高齢者が、住み慣れた地域で安全・安心な生活が送れるよう、緊急時の連絡体制が

必要なひとり暮らし高齢者を把握し、ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業の

一層の利用を推進します。 

また、救急医療情報キット配布事業の周知を進め、緊急時に迅速かつ的確な対応が

できるよう、対象世帯の全戸配布を目指し配布を進めるとともに、救急連絡カード配

布事業も継続的に取り組みます。配食サービス事業においては、訪問を通じて、高齢

者の状況確認を行います。 

さらに、自主防災組織や民生委員児童委員、福祉関連団体、事業者団体など地域福

祉推進に関わる人だけでなく、多くの人に地域で見守り支えあうことの必要性を呼び

かけ、地域で高齢者等を見守り、緊急事態に対応するネットワークの構築を図ります。 

〈ひとり暮らし高齢者対策〉 

ひとり暮らし高齢者等が、体調の急変や事故等の緊急事態にあった場合に、迅速に

対処できるように、緊急通報システム、救急医療情報キットなどの事業の周知に努め

るとともに、高齢者見守りネットワークを活用し、地域で高齢者を見守る、安全・安

心なまちづくりを進めます。また、関係機関と連携し、防災体制を強化し、災害時に

おける高齢者の援助体制を推進します。 

振り込め詐欺を中心とした犯罪に対する防犯意識の高揚を図るとともに、防災対策

では自主防災組織との連携を強化していきます。 
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② ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 

現状・課題 

ひとり暮らし高齢者に対して、緊急通報システムを貸与することにより、緊急時の

連絡体制を整え、在宅生活における安全・安心の確保を図っています。 

本町には、役場の福祉課と社会福祉協議会の実施する事業があるため、高齢者の生

活の現状を把握し、ニーズに即した利用につなげています。 

 

今後の方向性 

社会構造や家族形態の変化により、今後もひとり暮らし高齢者の増加が見込まれる

ため、緊急通報システムを貸与することで、在宅生活の維持継続を支援します。 

また、福祉関係者と連携し、対象者の把握と事業の更なるＰＲに努めます。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

登録人数    （人／年） 19 20 20 22 24 25 

通報回数    （回／年） 96 70 70 70 70 70 
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５ 介護保険サービスの充実 

（１）居宅サービス 

① サービス種類別の推計 

○ 訪問介護 

現状・課題 

訪問介護は、在宅で介護を受ける方に、ホームヘルパーによる入浴、排せつ、食事

等の介護、その他の日常生活上の世話を行います。 

要介護者が安心して在宅生活を維持し、かつ、家族の介護負担を軽減するためにも、

訪問介護は重要なサービスの一つです。 

 

今後の方向性 

現在、町内に２事業所あり、近隣市町にも事業所がありますが、利用者がサービス

を必要とする時間帯が重なることから、要支援者等はシルバー人材センターの会員が

訪問し、生活援助を行う訪問型サービス A を活用していくことで、限られた専門職は

中重度者に対する身体介護に重点化できるよう、サービス供給体制の調整に努めます。 

 

○ 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

現状・課題 

訪問入浴介護は、在宅で介護を受ける方の家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴の介

護をします。町内には１事業所あり、利用者は重度の要介護認定者が中心となってい

ます。 

 

今後の方向性 

自宅の浴槽での入浴が困難な重度者にサービスが提供されるよう、自立支援を妨げ

ない適正給付に努めます。 
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○ 訪問看護、介護予防訪問看護 

現状・課題 

訪問看護は、在宅で看護を受ける方に、看護師・保健師、理学療法士（ＰＴ）・作業

療法士（ＯＴ）等の専門職が、療養上の世話または必要な診療の補助を行います。 

 

今後の方向性 

医療ニーズの高い要介護認定者の在宅生活を支える上で、本人の病気等への不安や

介護者の日常の介護負担の軽減を図る医療系サービスの充実は重要であることから、

サービスの供給体制の確保や内容の充実に努めます。また、介護支援専門員と榛原医

師会・榛原総合病院との連携強化を進めるとともに、榛原医師会の導入した在宅医療

連携ネットワークシステムの活用を推進します。 

 

○ 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

現状・課題 

訪問リハビリテーションは、理学療法士（ＰＴ）や作業療法士（ＯＴ）等が居宅を

訪問し、身体機能の維持・改善を図り、日常生活の自立を助けるために行う理学療法、

作業療法、その他必要なリハビリテーションです。 

 

今後の方向性 

今後の居宅サービスの需要拡大に伴い利用者の増加が見込まれる中、家庭での日常

生活能力の維持・向上を図るために有効なサービスとして周知を図るとともに、現在、

不足している理学療法士・作業療法士等の専門職員の確保に努めます。 

 

○ 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 

現状・課題 

居宅療養管理指導は、通院が困難な利用者の在宅を訪問し、その心身の状況、置か

れている環境等を把握のうえ療養上の管理及び家族に指導を行うものです。サービス

は、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が訪問して行います。 

 

今後の方向性 

利用者の要介護度が進まないようにするためにも、訪問看護、居宅介護支援等との

連携を図り、サービス供給体制の維持と確立に努めます。 
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○ 通所介護（デイサービス） 

現状・課題 

通所介護は、施設で入浴、食事の提供・介護、その他の日常生活上の世話、機能訓

練を行います。町内には６事業所（休止中の事業所を含む）あり、近隣市町にも供給

体制が整っており、使いやすいサービスであると考えます。 

 

今後の方向性 

高齢者の孤独感の解消、心身機能の維持・向上を図るとともに、介護者の身体及び

精神的負担軽減の観点からも、訪問介護、通所リハビリテーション及び短期入所と並

ぶ居宅サービスの柱の一つであることから、要介護認定者の状況・ニーズに応じたサ

ービスが提供できるようサービス供給体制の維持・確保を図ります。 

 

○ 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

現状・課題 

通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、病院、診療所等に通い、心身の機

能の維持・回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法、

その他必要なリハビリテーションです。現在、町内には２事業所あります。 

 

今後の方向性 

今後は事業者との連携により、サービスの質の向上も含め、より充実したサービス

が提供できるよう、また、廃用症候群の予防の観点からも、積極的なサービスを提供

できるよう、供給体制の確保に努めます。 

 

○ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護（特養ショートステイ） 

現状・課題 

短期入所生活介護は、介護老人福祉施設等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等

の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練などを行い、要介護（要支援）認定者の

心身機能の維持と、介護する家族の負担の軽減を目的としています。訪問介護、通所

介護及び通所リハビリテーションと並ぶ居宅サービスの柱として重要なサービスです。 
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今後の方向性 

現在、ショートステイ専用ベッドは町内に２施設（各 20 床）ありますが１施設は

休止中であり、サービスを必要としている人に適切にサービス提供できるよう供給体

制の適正な確保に努めます。 

 

 

○ 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護（老健等ショートステイ） 

現状・課題 

短期入所療養介護は、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所し、

看護、医学的管理下での介護、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行

い、要介護（要支援）認定者の心身機能の向上と、介護する家族の負担の軽減を目的

としています。 

 

今後の方向性 

現在、町内に１施設（定員 20 床）整備されています。今後も日常生活に何らかの

医療行為が必要な方が増えていくことから、供給体制の維持に努めます。 

 

○ 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

現状・課題 

特定施設入居者生活介護は、有料老人ホーム、軽費老人ホーム入所者等に、入浴・

排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行うことにより、要介

護（要支援）状態となった場合でも、自立した日常生活を営むことができることを目

指すものです。 

 

今後の方向性 

町内には整備されていませんが、施設入所できない高齢者の受け皿として、また、

自宅や地域に帰ることができない事情を持つ高齢者のためにも、今後は、既存施設と

の連携及び近隣市町との調整を図り、供給体制の維持に努めます。 
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○ 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

現状・課題 

福祉用具貸与は、心身の機能が低下し、日常生活を営むことに支障のある要介護（要

支援）認定者の生活上の便宜を図り、機能訓練や自立を助けるため、貸与するもので

す。その対象用具には、車いす・特殊寝台・歩行器・つえ等があります。 

町内には事業所はありませんが、近隣市町にある事業所において十分にサービスの

供給が行われています。 

 

今後の方向性 

利用者の心身の状況や環境の変化に応じ、適切な福祉用具の貸与が受けられるよう、

介護支援専門員、福祉用具専門相談員によるサポート体制の充実に努めます。また、

軽度者の福祉用具の貸与について、不適切な給付がないよう、管理体制を強化します。 

 

○ 特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 

現状・課題 

特定福祉用具販売の支給は、福祉用具を購入した要介護（要支援）認定者に、年間

10 万円の利用額を限度とし、かかった費用の利用者負担分を除いた額を支給します。

腰掛便座や入浴補助用具（入浴用いす・浴槽用手すり等）が多く利用されています。 

 

今後の方向性 

今後も、要介護（要支援）認定者の日常生活におけるニーズや課題の把握から、心

身の変化に応じた福祉用具の利用につながるよう、事業者に対する指導を図り、サー

ビス供給体制の充実を図ります。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

書面による福祉用具購入の

点検 
全件 全件 全件 全件 全件 全件 

福祉用具購入・貸与の事業所

等への問合せ又は現地調査 

     （件／年） 

1 1 1 1 1 1 

リハビリテーション専門職

等の支援を受けた点検 

（件／年） 

－ － － 
実施方法

の検討 

実施方法

の検討 
試行 
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○ 住宅改修費、介護予防住宅改修費 

現状・課題 

住宅改修費の支給は、要介護（要支援）認定者の生活環境を整えるために、手すり

の取付けや段差解消、洋式便器への取替えなど比較的小規模な住宅改修を行った場合

に、20 万円を限度とし、かかった費用の利用者負担分を除いた額を支給します。 

 

今後の方向性 

在宅の要介護（要支援）認定者が増加する中、今後もサービスのニーズは高まると

見込まれますが、保険者として、利用者の状態にそぐわない不適切または不要な改修

を排除するべく事業者に対して指導を強化し、給付の適正化を図ります。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

書面による点検 全件 全件 全件 全件 全件 全件 

事業所等への問合せ又は現

地調査     （件／年） 
1 1 1 1 1 1 

リハビリテーション専門職

等の支援を受けた点検 

（件／年） 

－ － － 
実施方法

の検討 

実施方法

の検討 
試行 

 

 

○ 居宅介護支援、介護予防支援 

現状・課題 

居宅介護支援は、要介護認定者の心身の状況維持・向上を図るため、介護支援専門

員が、本人の心身の状況や生活環境、本人及び家族の希望をもとに居宅サービス計画

（ケアプラン）を作成し、適切な介護サービスが受けられるよう、サービス事業者間

の連絡調整を行います。介護予防支援は、地域包括支援センターが要支援認定者の介

護予防サービス計画を作成し、これらが確実に提供されるようサービス提供機関等と

の連絡・調整などを行うものです。 
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今後の方向性 

平成 30 年度より居宅介護支援事業所の権限移譲が行われるため、指定の手続きを

とりながら、居宅介護支援・介護予防支援に携わる介護支援専門員の確保とともに、

質の高いケアマネジメントが適切に提供できるよう、サービス事業者との連絡調整に

努めます。 

また、利用者の自立支援につながるケアプランが作成されるよう、介護予防のため

の地域ケア個別会議の開催及びケアプランの点検を行うことに努めます。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

対面でのケアプラン点検の

実施      （件／年） 
6 14 9 12 12 12 
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（２）地域密着型サービス 

① 地域密着型サービス種類別の推計 

○ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

現状・課題 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成 24 年度から創設されたサービスで、

訪問介護と訪問看護サービスが密接に連携しながら、短時間の定期的な巡回と通報に

より随時対応することで、在宅生活を 24 時間包括的・効率的に支援するサービスで

す。 

 

今後の方向性 

町内には事業所がなく、第 7 期計画においては利用を見込む予定はありませんが、

今後の整備の必要性を検討します。 

 

○ 夜間対応型訪問介護 

現状・課題 

夜間対応型訪問介護は、夜間の定期的な巡回訪問により、または通報を受けて、要

介護認定者の居宅へ訪問し、排せつ等の介護その他日常生活上の支援を行うサービス

です。 

 

今後の方向性 

人口規模が概ね 30 万人以上を目安に見込みをたてることから、今期計画において

は利用を見込みません。 

 

○ 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

現状・課題 

認知症対応型通所介護は、要介護（要支援）認定者であって、脳血管疾患、アルツ

ハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程

度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態であるものについて、入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものです。 

本町においては、現在 2 事業所で実施しています。 
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今後の方向性 

認知症高齢者が増加することが予想されることから、サービス内容等の周知を図る

とともに、質の高いサービスが提供されるよう事業所の指導・監督に努めます。 

 

○ 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

現状・課題 

小規模多機能型居宅介護は、要介護（要支援）認定者の住み慣れた地域で、通いを

中心として訪問や泊まりを組み合せて、日常生活の支援を行うサービスです。 

町内 1 事業所にて実施しており、今後推進していく地域包括ケアシステムの拠点と

しても重要な役割があります。 

 

今後の方向性 

サービス内容等の周知を図るとともに、要介護（要支援）認定が中重度となっても

住み慣れた地域での生活が継続できるようサービス供給体制の維持に努めます。 

 

○ 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

現状・課題 

認知症対応型共同生活介護は、認知症の状態にある高齢者が共同生活住居において、

入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の世話や機能訓練を行うことにより、

能力に応じ、自立した日常生活を営むことができることを目指すものです。 

現在は、町内に１事業所（９床）が整備されています。 

 

今後の方向性 

認知症高齢者が増加することが予想されることから、既存施設と連携を図りながら、

より質の高いサービスが提供されるよう努めます。 
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○ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

現状・課題 

地域密着型特定施設入居者生活介護は、定員が 29 人以下の小規模な介護専用の有

料老人ホーム等に入所している要介護認定者に対してケアを行うものです。 

 

今後の方向性 

町内には事業所がなく、第７期計画においては利用を見込みませんが、今後の整備

の必要性を検討します。 

 

○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

現状・課題 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員が 29 人以下の特別養護老人

ホームに入所している要介護認定者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護、その他

の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うものです。 

 

今後の方向性 

平成 28 年度に１施設（29 床）が整備されました。施設での介護が必要な人の受

け皿が整備されたことから広く周知を図ります。 

 

○ 看護小規模多機能型居宅介護 

現状・課題 

看護小規模多機能型居宅介護は、平成 24 年度から創設されたサービスで、小規模

多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた看護小規模多機能型居宅介護事業所が、

ニーズに応じた柔軟なサービスを提供し、医療・看護ニーズの高い要介護認定者を地

域で支えていくサービスです。 

 

今後の方向性 

町内には事業所がなく、第７期計画においては利用を見込みませんが、今後の整備

の必要性を検討します。 
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○ 地域密着型通所介護 

現状・課題 

平成 28 年４月から利用定員 18 人以下の小規模な通所介護が「地域密着型通所介

護」として地域密着型サービスへ移行しました。吉田町内の事業所は１事業所です。 

 

今後の方向性 

地域密着型サービスになったことにより、住民のニーズを反映した質の高いサービ

スが提供されるよう努めます。 
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（３）介護保険施設サービス 

① 施設サービス種類別の推計 

○ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

現状・課題 

介護老人福祉施設は、要介護認定者に対し、入浴・排せつ・食事等の介護、その他

の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を行うことを目的とした施

設です。 

高齢者の増加に伴い要介護認定者が増加する中、現在、町内に２施設（100 床）整

備されています。基本的に満床ですが、需要について随時確認していきます。 

 

今後の方向性 

介護老人福祉施設は入所基準が原則として要介護３以上の方となりますが、要介護

１・２の方であっても、やむを得ない事情により入所が必要な場合があることから、

県の特例入所に関する取扱要領等に基づき公正かつ適正な入所判断をしていきます。 

 

○ 介護老人保健施設（老人保健施設） 

現状・課題 

介護老人保健施設は、要介護認定者に対し、看護、医学的管理下での介護、機能訓

練、その他必要な医療や日常生活上の世話を行うとともに、在宅生活への復帰を図る

ことを目的とした施設です。 

現在、町内に１施設（100 床）整備されています。 

 

今後の方向性 

在宅で介護を受けることが困難で、施設での介護が必要な重度の人や認知症の人が

必要な介護を受けることができるよう、また、今後推進していく地域包括ケアシステ

ムの受け皿として、バランスの取れたサービス提供を推進します。 
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○ 介護療養型医療施設 

現状・課題 

介護療養型医療施設は、療養病床等を持つ病院・診療所で指定介護療養型医療施設

の指定を受けた施設です。ここでは要介護認定者に対し、療養上の管理、看護、医学

的管理下での介護等の世話、機能訓練やその他必要な医療を行います。 

現在、町内に当該施設はありません。 

 

今後の方向性 

国の方針により、介護療養病床の廃止期限は平成 29 年度末となっており、今後介

護医療院のことを踏まえ、関係機関と連携をとり円滑な事務処理を目指します。 
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（４）サービスの質の向上と介護保険制度の適正な運営 

① 任意事業 

○ 介護給付等費費用適正化事業 

現状・課題 

介護給付費が年々増加している中、人口の推移と今後の介護給付費の伸び等を分析

し、今後必要な各サービスを適切に見込み、運用していく必要があります。 

毎年 6 月のサービス利用分について、国保連合会に通知書の作成を委託し、9 月に

発送しています。利用したサービスに係る内容や金額を確認してもらうことで介護保

険制度への理解を深めてもらうことができています。 

 

今後の方向性 

介護保険給付実績をサービス利用者全員に送付することにより、サービスの適正利

用に対する意識の向上を図るとともに、不適正な給付の発見等、給付費が適正に利用

されるように努めます。 

今後も継続して、年 1回、通知書を発送していきます。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

回数      （回／年） 1 1 1 1 1 1 

通知数     （人／年） 800 824 811 980 1,020 1,060 

 

 

② 介護保険サービス見込み量の確保 

現状・課題 

介護保険制度において、高齢者自身及びその家族によるサービスの種類やサービス

事業者の選択が行われるようにするためには、質・量ともに必要なサービスを整備す

ることが必要です。 
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今後の方向性 

施設サービスについては、主に重度者が利用するサービスとして位置付けるととも

に、要介護状態になってもできる限り住み慣れた地域や家庭で自立した生活が継続で

きるよう、とりわけ居宅サービス及び地域密着型サービスの供給量確保に重点を置き

ます。 

軽度者に対しては、地域包括支援センターが中心となり、サービス利用者の生活機

能の回復につながるようなケアマネジメントを実施し、介護保険サービス及び介護予

防事業の展開を図ります。 

地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、医療・介護人材の確保をしつつ、地域

の実情に合わせた医療・介護連携の推進を図ります。 

 

③ 介護保険制度の普及・啓発 

現状・課題 

高齢者やその家族が、介護保険制度に対する理解を深めることは、介護保険の安定

的な運営やサービスの円滑な利用の基本となります。 

介護保険制度に関する冊子（吉田町版）を作成し、介護保険制度の周知を図ってい

ます。また、平成 29 年 4 月から開始した新しい総合事業の内容を記載した冊子を作

成し、新しい総合事業の周知を図っています。 

 

今後の方向性 

介護保険サービスの利用の前提となる要介護等認定申請からサービス利用の方法、

また、利用者負担や保険料に係る各種軽減制度の手続きなどについて、広報紙、ホー

ムページ、パンフレット、出前講座や各種研修会への講師派遣などを活用し広く周知

していきます。 

 

④ 介護保険サービスに関する情報提供の推進 

現状・課題 

『介護サービス事業者/医療機関ガイドブック』を作成し、利用者に対し町内及び近

隣の市にある事業者に関する情報提供を行っております。 

引き続き、サービスの利用にあたってのケアプランの受入れに関する情報を定期的

に更新し、情報提供を行っています。 
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今後の方向性 

利用者がサービスを比較・検討できるように、冊子等を用いて、サービス事業者に

関する情報提供を充実させます。 

今後、更に、平成 29年 4 月から開始した「介護予防・日常生活支援総合事業」の

住民への周知に努めます。 

また、サービス事業者や介護支援専門員に対しては、ケアマネジャー連絡会及び勉

強会を通じ、制度改正等について、引き続き周知を図ります。 

 

⑤ 相談・受付体制 

現状・課題 

円滑かつ迅速なサービス提供及び利便性の観点から、高齢者が身近な地域において

要介護等認定申請やサービス利用手続きなどの相談が行えることが重要です。 

地域包括支援センターと連携して、的確・迅速な対応ができる体制つくりを進めて

いるところです。 

「介護予防・日常生活支援総合事業」の受付は役場窓口だけでなく、地域包括支援

センターでも受付できる体制となっております。 

 

今後の方向性 

引き続き相談や申請について、介護保険担当部署はもとより、地域包括支援センタ

ーと連携して、的確・迅速な対応ができる体制の充実を図るとともに相談機関の周知

に努めます。 

 

⑥ 要介護・要支援認定の適正な実施 

現状・課題 

公平性・公正性・迅速性が強く求められる介護認定審査を本町では、榛原総合病院

組合介護認定係へ牧之原市とともに委託し、訪問調査から認定審査まで統一的な介護

認定を行っています。 

また、訪問調査に対する事後点検として、介護認定審査会に提出する前に、各項目

の判断や特記事項の記載内容等の点検を実施しています。 
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今後の方向性 

本業務に携わる認定調査員、介護認定審査会委員の資質・専門性の向上が必要不可

欠であることから、認定調査員に、研修等に参加してもらい、今後も公平かつ公正な

調査及び迅速な介護認定審査ができるようにします。 

 

 

実績 見込み 計画数値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

調査結果の点検    全件 全件 全件 全件 全件 全件 

 

⑦ 人材の確保、資質の向上 

現状・課題 

安定的かつ良質なサービスの提供のためには、訪問介護員、看護師、介護支援専門

員などの居宅サービスを担う職員や介護保険施設の職員など、サービスを支える人材

の確保、資質の向上が極めて重要となります。 

広報にて県の介護人材育成事業への参加者を募ったり、『介護サービス事業者/医療

機関ガイドブック』にて介護職の魅力について紹介をしたりしています。今後、各種

団体及び事業者等との連携の検討が必要です。 

 

今後の方向性 

県と連携を図りながらサービス事業者への介護保険関係情報の提供を行い、サービ

ス事業者の計画的な人材の確保を促進していくとともに、職員の資質向上について、

県との役割分担により、各種団体・事業者等と連携を図ります。 

また、介護の仕事がやりがいや喜びのある職業として広く住民に対してきめ細かく

周知し、教育委員会との連携なども含め、次代の介護を担う児童・生徒への積極的な

働きかけを検討します。 
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第５章    介護保険サービス量の見込み 

 

 

１ 介護保険事業の量の見込み 

（１）被保険者数の推計  

人口推計結果によると、高齢化の進展に伴い、第1号被保険者数の増加が見込まれ、

平成 32 年度には被保険者数は 17,610 人、平成 37 年度には 18,510 人と予測さ

れます。 

【被保険者数の推計】 

（単位：人） 

 区分 
平成 30年度 

(2018) 

平成 31年度 

(2019) 

平成 32年度 

(2020) 

平成 37年度 

(2025) 

総数 17,249  17,436  17,610  18,510 

 第１号被保険者数 7,341  7,480  7,580  8,410  

 第２号被保険者数 9,908  9,956 10,030  10,100  

 

 

（２）要介護（要支援）認定者数等の推計 

介護サービスの対象となる要介護(要支援)認定者数は、高齢者人口の増加に伴い、

増加傾向で推移していくものと見込まれます。 

 

【要介護（要支援）認定者数の推計】 

（単位：人） 

 区分 
平成 30年度 

(2018) 

平成 31年度 

(2019) 

平成 32年度 

(2020) 

平成 37年度 

(2025) 

要支援１ 115  116  118  122  

要支援２ 135  136  136  164  

要介護１ 249  261  262  365  

要介護２ 146  162  173  190  

要介護３ 144  145  145  151  

要介護４ 139  134  146  240  

要介護５ 69  69  69  113  

合 計 997  1,023  1,049  1,345 
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（３）居宅サービス・居宅介護予防サービス 

① 訪問介護、介護予防訪問介護 

訪問介護員が居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯その

他の日常生活上の援助などを行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 35  40  41     

介護給付 
回/月 1,952  1,786  2,263  2,376  2,657  2,959  3,355  

人/月 98  91  97 109  120  131  151  

 

 

② 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 

訪問介護員と看護師などが寝たきりの方などの居宅を移動入浴車で訪問し、特殊浴

槽を居宅に持ち込んで入浴の介助を行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 
回/月 0  1  0  1  1  1  1  

人/月 0  0  0  1 1 1  2 

介護給付 
回/月 123  96  71  87  93 102  175 

人/月 27  20  14 15  16  17  27  

 

 

③ 訪問看護、介護予防訪問看護 

看護師などが居宅を訪問し、主治医と連携をとりながら病状の観察や床ずれの手当

て、看護業務の一環としてのリハビリテーションなどを行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 
回/月 17  10 25 36  40  41  54  

人/月 3  3  5 7  8 8  9  

介護給付 
回/月 267  189  172  193  195  202  236 

人/月 51  40  39 41  41  42 46  
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④ 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが居宅を訪問し、主治医と連携をとりな

がら日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 
回/月 1 2 0  2  2 2 4 

人/月 0  0  0  1  1 1  2  

介護給付 
回/月 31 50 45 43 49 55 77  

人/月 4  5  3  4  5  6 5 

 

 

⑤ 居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導 

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を

行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 1  2  3  4  5 5  6  

介護給付 人/月 36  38  43 47  48  49  55  

 

 

⑥ 通所介護（デイサービス）、介護予防通所介護 

通所介護施設において、食事、入浴の提供や、日常生活動作訓練、レクリエーショ

ンなどを行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 69  91  81      

介護給付 
回/月 2,922  2,544  2,610  2,766  2,808  2,878  3,238  

人/月 260  219  232  240 241  242  264  
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⑦ 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション 

介護老人保健施設、医療機関に通い、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などに

よる日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 49  46  45  49 50  52  57 

介護給付 
回/月 982  1,098  1,138  1,231  1,253  1,269  1,459  

人/月 100  110  117  124  125  126  143  

 

 

⑧ 短期入所生活介護（ショートステイ）、介護予防短期入所生活介護 

短期入所施設において、入浴、排せつ、食事などの介護やその他日常生活上の援助、

機能訓練などを行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 
日/月 20  39  54  56 61  67  104 

人/月 6  8  10  10  10  11  13  

介護給付 
日/月 868  627  458  513  545  554  741 

人/月 119  90  73  74  75  76  96 

 

 

⑨ 短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護 

介護老人保健施設において、短期間入所のもと、看護、医学的管理の下における介

護、機能訓練その他の必要な医療、日常生活上の援助などを行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予
防
給
付 

老健 
日/月 7  5  0 6  6 6 11  

人/月 1  1  0  2  2  2  3  

病院等 
日/月 0 0  0 0  0  0 0  

人/月 0  0  0  0  0  0  0  

介
護
給
付 

老健 
日/月 80  73  83  95  116  130  175  

人/月 13  11  14 13  14 15  24  

病院等 
日/月 0 0 0  0  0  0  0  

人/月 0  0  0  0  0  0  0  
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⑩ 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 

車椅子、特殊ベッドなど、日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸し出すサー

ビスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 77  91  102  112  119  122  140  

介護給付 人/月 294  284  272  279 281  283  301 

 

 

⑪ 特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 

入浴や排せつなどに使われる特定福祉用具の購入費を支給します。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 2  2  6  5  5  6  8  

介護給付 人/月 7  5  7  9  10  11  15  

 

 

⑫ 住宅改修、介護予防住宅改修 

居宅の手すりの取付けや段差の解消などの小規模な改修費用を支給します。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 1  3  2  3  4  4  7  

介護給付 人/月 4  4  4  6  7  8  10  

 

 

⑬ 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

有料老人ホーム、ケアハウスなどの入居者に対し、介護サービス計画に基づいて、

入浴、排せつ、食事等の介護やその他日常生活上の援助などを行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 1  1  0  1  1  1  1  

介護給付 人/月 23  23  23  23  24  24  28 
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⑭ 居宅介護支援、介護予防支援 

介護支援専門員（ケアマネジャー。介護予防支援にあっては保健師など）がケアプ

ランを作成し、ケアプランに基づき介護サービスの提供が確保されるよう、介護サー

ビス事業所との連絡調整を行います。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 156  180  186  191  192  194  223  

介護給付 人/月 441  430  416  422  424  435  466 

 

 

 

（４）地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

訪問介護員、看護師などが 1 日複数回定期的に、または通報を受けて随時居宅を訪

問し、介護サービスと看護サービスとを一体的に提供するサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 人/月 0  0  0  0  0  0  0  

 

 

② 夜間対応型訪問介護 

排せつケアを中心に定期的な巡回訪問や随時通報システムを組み合わせて提供する

夜間専用の訪問介護サービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 人/月 0  0  0  0  0  0  0  
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③ 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の方を対象に認知症専門のケアを提供する通所介護サービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 
回/月 30  35  36  39 40 49  56  

人/月 4  4  4  5  5  6  6  

介護給付 
回/月 222  249 246  268  286  289 400  

人/月 23  23  25  27  28  28  35  

 

 

④ 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護 

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み

合わせて提供する多機能サービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 0  0  0  0  0  0  0  

介護給付 人/月 15  15  22  23  24  25  35 

 

 

⑤ 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 

介護が必要な認知症の方が9人で共同生活をする場で、家庭的な環境のもとで入浴、

排せつ、食事などの介護やその他日常生活上の援助、機能訓練などを行うサービスで

す。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

予防給付 人/月 0  0  0  0  0  0  0  

介護給付 人/月 9  9  10 9  9  9  9  
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⑥ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

入所定員が 29 人以下の小規模な特定施設入居者生活介護サービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 人/月 0  0  0  0  0  0  0  

 

 

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

入所定員が 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設サービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 人/月 0  6  15  29  29  29  29  

 

 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護 

医療ニーズの高い要介護者に対し、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必

要に応じて看護職員が居宅を訪問し、療養上の世話、または必要な診療の補助（訪問

看護）を行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 人/月 0  0  0  0  0  0  0  

 

 

⑨ 地域密着型通所介護 

利用定員が 18 人以下の小規模な通所介護サービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 
回/月  414  266  323  357  395 591 

人/月  37  23  28  31  34  51  
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（５）施設サービス 

① 介護老人福祉施設 

常時介護が必要で居宅での介護が困難な方が入所して、入浴、排せつ、食事などの

介護やその他日常生活上の援助、機能訓練、健康管理などを行うサービスです。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 人/月 108  109  110  115  117  118  157  

 

② 介護老人保健施設 

病状が安定し自宅へ戻ることができるようリハビリテーションに重点をおいた医療

ケアが必要な方が入所して、医学的管理下での介護、機能訓練などを行うサービスで

す。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 人/月 87  89  79  95  99  100  104  

 

③ 介護医療院 

今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学

管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」

としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設です。要介護者に対し、「長期療養の

ための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提供します。 

 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 人/月    0  0  0  1  

 

④ 介護療養型医療施設 

急性期の治療が終わり、継続的に医療サービスを受けながら長期の療養を必要とす

る方が入所して、療養上の管理、看護、機能訓練などを行うサービスです。平成 35

年度末に廃止の予定です。 
 

 

第６期 第７期 
平成37年度 

(2025) 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
平成30年度 

(2018) 

平成31年度 

(2019) 

平成32年度 

(2020) 

介護給付 人/月 2  3  2  1  1  1    
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２ 介護保険給付費見込み額の推計 

第１号被保険者の保険料を算定する基礎となる介護保険給付費の見込み額は次のと

おりです。 

【居宅介護・地域密着型介護・施設介護サービス給付費の見込み】 

（単位：千円） 

区分 
平成 30年度 

(2018) 

平成 31年度 

(2019) 

平成 32年度 

(2020) 

平成 37年度 

(2025) 

（１）居宅サービス     

 訪問介護 75,153 84,036 93,510 106,417 

 訪問入浴介護 12,496 13,375 14,610 25,103 

 訪問看護 15,183 15,309 15,920 18,455 

 訪問リハビリテーション 1,590 1,807 2,047 2,863 

 居宅療養管理指導 3,674 3,727 3,818 4,046 

 通所介護 263,047 267,670 275,405 313,154 

 通所リハビリテーション 121,265 123,303 125,148 148,954 

 短期入所生活介護 50,056 52,791 53,687 73,625 

 短期入所療養介護（老健） 12,067 15,000 16,907 21,479 

 短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 

 福祉用具貸与 51,102 51,432 51,448 53,393 

 特定福祉用具購入費 1,750 1,923 2,131 2,891 

 住宅改修費 6,552 7,668 8,790 10,986 

 特定施設入居者生活介護 48,872 50,588 51,226 59,432 

（２）地域密着型サービス     

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 0 0 0 

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 

 認知症対応型通所介護 25,112 26,592 26,848 38,834 

 小規模多機能型居宅介護 42,214 44,339 45,859 63,283 

 認知症対応型共同生活介護 27,582 27,908 28,270 28,451 

 地域密着型特定施設入居者生活介護 0 0 0 0 

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 73,017 73,332 73,613 73,895 

 看護小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

 地域密着型通所介護 30,442 33,948 37,594 57,365 

（３）施設サービス     

 介護老人福祉施設 343,095 349,155 351,954 465,352 

 介護老人保健施設 279,796 292,071 295,407 305,722 

 介護医療院 0 0 0 4,112 

 介護療養型医療施設 3,372 3,373 3,373  

（４）居宅介護支援 75,345 75,711 77,885 81,951 

合計 1,562,782 1,615,058 1,655,450 1,959,763 
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【介護予防・地域密着型介護予防サービス給付費の見込み】 

（単位：千円） 

区分 
平成 30年度 

(2018) 

平成 31年度 

(2019) 

平成 32年度 

(2020) 

平成 37年度 

(2025) 

（１）介護予防サービス     

 介護予防訪問入浴介護 47  47 48 97 

 介護予防訪問看護 1,740 1,934 2,009 2,630 

 介護予防訪問リハビリテーション 48  48 54 129 

 介護予防居宅療養管理指導 358 449 453 543 

 介護予防通所リハビリテーション 18,843 19,153 19,756 21,604 

 介護予防短期入所生活介護 4,028 4,397 4,759 7,336 

 介護予防短期入所療養介護（老健） 566 577 618 1,061 

 介護予防短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 7,468 7,939 8,138 9,388 

 特定介護予防福祉用具購入費 834 834 993 1,321 

 介護予防住宅改修 3,201 4,266 4,266 7,464 

 介護予防特定施設入居者生活介護 583 584 584 584 

（２）地域密着型介護予防サービス     

 介護予防認知症対応型通所介護 3,856 3,876 4,854 5,545 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 0 0 0 0 

 介護予防認知症対応型共同生活介護 0 0 0 0 

（３）介護予防支援 10,346 10,405 10,513 12,081 

合計 51,918 54,509 57,045 69,783 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
99 

 

 

 

【総給付費の見込み】 

 

（単位：千円・件） 

分 
平成 30年度 

(2018) 

平成 31年度 

(2019) 

平成 32年度 

(2020) 

平成 37年度 

(2025) 

総給付費 1,605,980 1,677,267 1,738,295 2,116,740 

 

介護給付費 1,562,782 1,615,058 1,655,450 2,015,957 

予防給付費 51,918 54,509 57,045 69,783 

一定以上所得者の利用者負担

の見直しに伴う財政影響額 
Δ8,720 Δ9,000 Δ9,200 Δ14,000 

消費税等の見直しを勘案した 

影響額 
0 16,700 35,000 45,000 

特定入所者介護サービス費等給付

額（資産等勘案調整後） 
58,395 63,000 64,000 53,000 

高額介護サービス費等給付額 22,426 23,900 24,000 30,000 

高額医療合算介護サービス費等給

付額 
2,800 3,100 3,300 4,300 

算定対象審査支払手数料 1,196 1,219 1,242 1,242 

 審査支払手数料支払い件数 26,000 26,500 27,000 31,000 

標準給付費見込み額 1,690,797 1,768,486 1,830,837 2,205,282 

 

 

 

 

 

 

【地域支援事業費の見込み】 

（単位：千円） 

区分 
平成 30年度 

(2018) 

平成 31年度 

(2019) 

平成 32年度 

(2020) 

平成 37年度 

(2025) 

地域支援事業費 180,068 214,542 236,711 262,763 

 
介護予防・日常生活支援総合

事業費 
121,525 145,090 158,028 250,523 

 包括的支援事業・任意事業費 58,543 69,452 78,683 12,240 
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３ 介護保険料の設定 

（１）介護保険の財源内訳 

介護保険の財源は、第１号被保険者の保険料のほか、第２号被保険者の保険

料、国・県・町の負担金、国の調整交付金によって構成されます。 

町民の介護保険料で負担する 50.0％は、第１号被保険者、第２号被保険者

で担います。第１号被保険者の負担は、第７期においては 23.0％を担うこと

になります。 

地域支援事業については、包括的支援事業・任意事業は、第２号被保険者の

負担がなく、公費負担が 77.0％、第１号被保険者の負担割合が 23.0％となり

ます。 

 

【介護保険の財源構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域支援事業の財源構成】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国

38.5%

県

19.25%

市

19.25%

第１号

被保険者

23.0%

調整交付金（国）

5.0%

国

15.0%

県

17.5%

市

12.5%

第２号

被保険者

27.0%

第１号

被保険者

23.0%

調整交付金（国）

5.0%

国

20.0%

県

12.5%

市

12.5%

第２号

被保険者

27.0%

第１号

被保険者

23.0%

居宅給付費 施設等給付費 

介護予防・日常生活支援総合事業 包括的支援事業・任意事業 

調整交付金（国）

5.0%

国

20.0%

県

12.5%

市

12.5%

第２号

被保険者

27.0%

第１号

被保険者

23.0%

町 町 

町 

町 
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（２）第１号被保険者保険料 

【１】第 1 号被保険者の保険料算定の流れは次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【２】平成 30 年度から平成 32 年度にかけての第１号被保険者の１か月あたりの

保険料基準額は、次のとおりです。 

項目 計算式 金額 

Ａ標準給付費  5,290,120千円  

Ｂ地域支援事業費 Ｃ+Ｄ 631,321千円 

 
Ｃ介護予防・日常生活支援総合事業費  424,643千円 

Ｄ包括的支援事業・任意事業費  206,678千円 

Ｅ第１号被保険者負担相当額 （Ａ＋Ｂ）×23.0％ 1,361,932千円 

Ｆ調整交付金相当額 （Ａ＋Ｃ）×5.0％ 285,739千円 

Ｇ調整交付金見込額 （今後見込み割合により変動） 135,983千円 

Ｈ財政安定化基金拠出金見込額  0千円 

Ｉ財政安定化基金償還金  0千円 

Ｊ準備基金取崩額  125,000千円 

Ｋ保険料収納必要額 Ｅ＋Ｆ-Ｇ＋Ｈ＋I-Ｊ 1,386,688千円 

Ｌ予定保険料収納率  99.34 % 

Ｍ所得段階別加入割合補正後被保険者数 
各所得段階別見込み人数 

×各所得段階別保険料率 
24,233人 

Ｎ保険料・年間 Ｋ÷Ｌ÷Ｍ 57,600円 

Ｏ保険料・月額 Ｎ÷12 4,800円 

  

 

 

月額保険料基準額：  4,800 円（年額 57,600 円） 

保険料収納必要額  

÷ 

保険料収納率  

÷ 

被保険者  

÷ 

月 数  

≒ 

基準月額 

1,386,688千円 99.34% 24,233人 12 4,800円 

介護保険事業・地域支援事業に必要な事業費の見込み 

介護保険事業等に要する給付額の見込みのうち、 

第１号被保険者の保険料により収納することが必要な額の算定（保険料収納必要額） 

基準額（所得段階別保険料率の基準額）の算定 

所得段階別保険料の算定 
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（３）第１号被保険者の保険料の段階 

10 段階に細分化した保険料基準額を基に、所得段階別の介護保険料を算定

すると、以下のとおりになります。 

 

【所得段階別第１号被保険者介護保険料の見込み】 

 

所得段階 対象者 負担割合 保険料 年額 

第１段階 

生活保護受給者 

基準額 

×0.50 
28,800円 

住民税非

課税世帯 

・老齢福祉年金受給者 

・合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円以下の人 

第２段階 
合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円超 120万円以下の人 

基準額 

×0.75 
43,200円 

第３段階 
合計所得金額と課税年金収入額の合計が

120万円超の人 

基準額 

×0.75 
43,200円 

第４段階 住民税課

税世帯で

本人非課

税 

合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円以下の人 

基準額 

×0.90 
51,840円 

第５段階 

（基準段階） 

合計所得金額と課税年金収入額の合計が

80万円超の人 

基準額 

×1.00 
57,600円 

第６段階 

住民税本

人課税 

合計所得金額が 120万円未満の人 
基準額 

×1.20 
69,120円 

第７段階 
合計所得金額が 120 万円以上 200 万円未満

の人 

基準額 

×1.30 
74,880円 

第８段階 
合計所得金額が 200 万円以上 300 万円未満

の人 

基準額 

×1.50 
86,400円 

第９段階 
合計所得金額が 300 万円以上 500 万円未満

の人 

基準額 

×1.70 
97,920円 

第１０段階 合計所得金額が 500万円以上の人 
基準額 

×1.80 
103,680円 
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第６章    計画の推進体制 

 

 

１ 住民、地域、行政等の連携 

高齢者福祉の取組みを推進する上で、地域住民の理解と参加が不可欠です。 

広報や町ホームページなどのほか、さまざまな機会を通じて、高齢者福祉や介護保

険制度に係る情報提供を行い、住民に分かりやすく周知し、住民の参加と協力が得ら

れる体制整備と、地域住民との連携を図ります。 

 

 

２ 住民の意識改革と地域福祉の推進 

高齢者の働き方や社会参加のあり方、高齢期に向けた備え等を「人生 90 年時代」

を前提とした仕組みに転換させ、高齢者も社会の支え手となってもらうと同時に、支

えが必要となった時には、周囲の支えにより自立し、尊厳ある生活が送れるよう意識

改革を図ります。 

また、地域の将来を担う子どもたちが福祉について正しく理解するための福祉教育

や、地域の人々が福祉に対する意識を高め、福祉活動に積極的に参画するように、地

域福祉の理念に基づき、地域全体で社会福祉を支えていく仕組みの構築を目指します。 

 

 

３ 推進体制の整備・強化 

この計画の推進に当たっては、高齢者福祉の向上と介護保険事業の円滑な実施と併

せて、地域包括ケアシステムの充実を図るため、全庁的に連携を図り、関連する施策

担当課と各施策の整合を図り、効率的、効果的に推進します。 

また、今後の社会・経済情勢や国・県の動向の変化に適確かつ柔軟に対応するため

にも、必要に応じ計画内容の見直しなどを含めた検討も行います。 
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４ 事業評価 

地域包括支援センター運営協議会や介護保険事業運営協議会において、進捗状況の

把握・分析・評価を行います。 

PDCA サイクルの考えに基づき、毎年度、各事業の進捗状況により、事業や施策の

展開について点検や評価を行い、必要に応じて見直しながら、効果的な計画となるよ

うに努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７期計画では、介護給付適正化の取組について、毎年度の目標達成度を測

定し、その結果について評価・検証・分析を行い、次年度、次期計画へ反映す

るため、次の指標を設定します。 

【 指標1 】介護報酬請求の適正化（縦覧点検・医療情報との突合） 

 

実績 見込み 目標値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

静岡県国民健康保険団体連

合会への委託の実施    

委託の 

実施 

委託の 

実施 

委託の 

実施 

委託の 

実施 

委託の 

実施 

委託の 

実施 

町職員による縦覧点検 － － － 
1帳票 

月 1回 

1帳票 

月 1回 

1帳票 

月 1回 

【 指標2 】給付実績の活用 

 

実績 見込み 目標値 

平 成 

27年度 

平 成 

28年度 

平 成 

29年度 

平 成 

30年度 

(2018) 

平 成 

31年度 

(2019) 

平 成 

32年度 

(2020) 

介護給付適正化システムか

ら出力される帳票の点検 
－ － － 

1帳票 

月 1回 

2帳票 

月 1回 

3帳票 

月 1回 
 

  

 

現状の課題を元にして 
計画を策定する 

プランの策定・ＰＬＡＮ 

 

計画に沿って取組みを 

実施する 

 

実施された取組みの 
効果を計る 

 

評価結果を元に、 

さらなる取組みの改善を図る 

プランの改善・ＡＣＴＩＯＮ 

 

プランの実施・ＤＯ 

 

プランの評価・ＣＨＥＣＫ 
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   資料編 

 

 

１ 用語解説 

【あ行】 

■ＮＰＯ 

民間非営利組織。「ノンプロフィット・オーガニゼーション（Non Profit Organization）」

の略。福祉、環境、文化・芸術等のあらゆる分野における営利を目的としない民間の市

民活動団体のことをいいます。一定の要件を満たし、国や県の認証を受けて法人格を取

得し活動している「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」もあります。 

 

【か行】 

■介護支援専門員 

要介護者等からの相談に応じて、その人の心身の状況に応じて適切な介護サービスを

利用できるよう市町村、サービス提供事業者等との連絡調整を行う職種で、要介護者等

が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識、技術を有する人のこと

をいいます。 

 

■介護相談員 

町長の委嘱を受け、介護サービスの事業所、施設を訪問して利用者の相談に応じる人

のことをいいます。 

利用者の不満や疑問の解消とともに、サービスの質的向上を図ることを目的としてお

り、介護相談員は、こうした活動を行うにふさわしい人格と熱意を持つ者として選ばれ、

また、活動にあたっては、一定の研修を受けています。 
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■介護保険施設 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介護老人保健施設（老人保健施設）、介護

療養型医療施設（介護療養病床）、介護医療院の４種類の施設のことをいいます。 

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

在宅介護が困難で常時介護を必要とする要介護認定者（原則として「要介護３」

以上）を対象に食事、入浴、排せつ等の日常生活の介護、機能訓練、健康管理、

療養上の世話等の介護サービスを提供する施設のことをいいます。 

○介護老人保健施設 

病状が安定期にあり、リハビリテーションを中心とした介護を必要とする要介

護認定者（要介護１～５）を対象に看護、医学的管理下のもとでの介護、機能訓

練、その他必要な医療サービス等の介護サービスを提供する施設のことをいいま

す。 

○介護療養型医療施設 

病状が安定期にあり、長期療養を必要とする要介護認定者（要介護１～５）を

対象に療養上の管理、看護、医学的管理下のもとでの介護、機能訓練その他必要

な医療サービス等の介護サービスを提供する医療施設のことをいいます。 

○介護医療院 

慢性期の医療・介護に対応するため、要介護認定者（要介護１～５）を対象に、

「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の医療機能と、「生活施設」

としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設のことをいいます。 

 

■介護保険制度 

市町村を保険者とし、40 歳以上の者を被保険者として、介護を必要とする状態とな

った場合、被保険者の選択に基づき、保健医療サービス及び福祉サービスを多様な事業

所・施設から提供します。 

制度の運営に必要な費用は、被保険者の払う保険料や公費等によってまかなわれてお

り、社会全体で高齢者の介護を支える仕組みとなっています。 
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■介護保険法 

社会保険方式として 1997年 12月に公布され、2000年度から施行されました。国

民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とした法律です。介護保険による保

険給付の対象となるのは、要支援・要介護と認定された高齢者等の訪問介護、通所介護、

短期入所等の利用、特別養護老人ホームや老人保健施設等への入所などです。超高齢社会

に備え、①安定した財源の確保、②保険システム導入により各種サービスを利用しやすく

する、③介護サービスにおける民間活力の導入、④老人病院や老人保健施設と特別養護老

人ホームとの整合を図る、等を目的として、介護保険制度が創設されました。 

また、平成 18 年４月から「明るく活力ある超高齢社会の構築」、「制度の持続可能性」、

「社会保障の総合化」を見直しの基本的視点として、①予防重視型システムへの転換（介

護予防給付や地域支援事業の創設等）、②施設給付の見直し（居住費用・食費の見直し、

低所得者等に対する措置）、③新たなサービス体系の確立（地域密着型サービスや地域包

括支援センターの創設等）、④サービスの質の向上（情報開示の標準化、事業者規制やケ

アマネジメントの見直し等）、⑤負担のあり方・制度運営の見直し（第１号保険料の見直

し、保険者機能の強化、要介護認定の見直し）が施行されました。 

 

■介護予防 

可能な限り介護を必要とする状態にならないような健康で生きがいのある自立した生

活を送ること、または要介護状態を悪化させないようにすることをいいます。 

 

■介護予防ケアマネジメント 

介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントとは、要支援者

及び基本チェックリストの記入内容が事業対象者と判断できる者に対して、心身の状況、

おかれている環境その他の現状に応じて、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供さ

れるよう必要な援助を行うことをいいます。 

 

■介護予防日常生活支援総合事業（総合事業） 

市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様な

サービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に

対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものをいいます。 

 

■かかりつけ医 

身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的な能力を有する医師。なんでも

相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必要なときには専門医、専門医療機関を紹

介します。  
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■協働 

行政と住民や事業者等、地域で活動する多様な人や組織とが、共通の目的のために、

お互い責任と役割分担を自覚して、対等の関係で協力・連携しながら活動することをい

います。 

 

■居宅介護支援 

要支援者や要介護者が介護保険制度のサービスを利用する際に、利用者の生活状況、

家族環境、利用者の希望などを勘案し、必要なサービスが適切に提供できるよう居宅サ

ービス計画（ケアプラン）を作成し居宅生活を支援するものをいいます。 

 

■居宅（介護予防）サービス 

要介護（要支援）認定を受けた人が利用する在宅での介護保険サービスのことをいい

ます。要介護者に対するサービスは居宅サービス、要支援者に対するサービスは介護予

防サービスに分類されます。 

 

■ケアハウス 

高齢者の生活状況を考慮し、段差をなくしたり、手すりを設置したりすることで、高

齢者が自立した生活が行えるように工夫した施設（住宅）のことをいいます。入浴・食

事提供機能と居住機能を持つ新型の軽費老人ホームのことをいいます。 

 

■ケアプラン 

要介護者等が、介護サービスを適切に利用できるように、心身の状況、生活環境、サ

ービス利用の意向等を勘案して、サービスの種類、内容、時間及び事業者を定めた計画

のことをいいます。 

 

■ケアマネジメント 

要介護者等に対して、地域の様々な社会資源を活用したケアプランを作成し、適切な

サービスを行う手法のことをいいます。 
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■軽費老人ホーム 

低額な料金で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な

高齢者を入居させ、日常生活上必要な便宜を図る施設のことをいいます。 

身寄りのない人または家庭事情により家族と同居が困難な人を対象とするＡ型、家庭

環境、住宅事情により居宅において生活が困難で、自炊ができる程度の健康状態の人を

対象とするＢ型、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、独立して生活す

るには不安があり、家庭による援助を受けることが困難な人を対象とするケアハウスの

３種があります。 

 

■権利擁護 

社会的弱者が、様々な局面で不利益を被ることがないように、弁護あるいは擁護する

制度の総称のことをいいます。 

 

■高齢化率 

総人口に占める高齢者（65 歳以上）人口の割合のことをいいます。 

 

■高齢者虐待 

高齢者虐待防止法では、家族等の養護者（介護者）または介護施設従事者などによる

「身体的虐待」「介護・世話の放棄、放任」「心理的虐待」「性的虐待」「経済的虐待」と

定義されています。 

 

【さ行】 

■在宅医療 

医師、歯科医師、看護師、薬剤師、リハビリテーション専門職等の医療関係者が、往

診及び定期的に通院困難な患者の自宅や老人施設などを訪問して提供する医療行為の総

称のことをいいます。 

 

■サロン 

地域交流を目的に設置される場所。運営は主として、住民や社会福祉協議会や民生委

員等で行われます。 

 

■施設サービス 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の４種の施

設に入所することで受けられるサービスのことをいいます。要介護１～５の人が受けら

れる介護保険サービスで、要支援１・２の人は利用できません。  
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■社会福祉協議会 

社会福祉・保健衛生・その他生活の改善向上に関連のある公私関係者の参加・協力に

より、地域福祉を推進するため、社会福祉法に基づき設置されている組織のことで、市

町村、都道府県及び中央（全国社会福祉協議会）の各段階に組織されています。 

 

■主任介護支援専門員 

介護支援専門員（ケアマネジャー）であって、居宅介護支援事業所のケアマネジャー

に対するケアプラン作成技術の指導など、地域包括的ケアマネジメントの中核的な役割

を担う専門職で、一定の研修を修了した人のことをいいます。 

 

■準備基金 

介護保険事業会計で第１号被保険者が負担した保険料の余剰金を積立て、第１号被保

険者が負担する保険料に不足が生じた場合に充当が行え、次期保険料の抑制に活用がで

きるように設置された基金のことをいいます。 

 

■小規模多機能型居宅介護 

介護保険の地域密着型サービスの一つで、中重度となっても住み慣れた自宅や地域に

おいて在宅生活を継続することを支える観点から、「通い」を中心として、利用者の様態

や希望などに応じ、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービスのこと

をいいます。 

 

■シルバー人材センター 

定年退職後の高齢者に対して、地域社会の日常生活に密着した臨時的、短期的な仕事

を確保し、これらを提供することにより高齢者の就労機会の拡大を図り、あわせて活力

ある地域社会づくりに寄与することを目的とした団体のことをいいます。 

 

■生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地

域において、生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機

能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たします。 

 

■生活習慣病 

生活習慣が原因で発症する疾患のこと。偏った食事、運動不足、喫煙、過度の飲酒、過度

のストレスなど、好ましくない習慣や環境が積み重なると発症のリスクが高くなります。 
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■成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した人の

権利を擁護するための制度で、この制度の利用が有効と認められるにも関わらず、身寄

りのないことや費用負担が困難なことなどから利用が進まないといった事態にならない

ために、町長申立てにより後見等開始の審判請求を行ったり、同制度の申立てに要する

経費の一部について助成し、利用を支援する事業のことをいいます。 

 

【た行】 

■第１号被保険者 

65 歳以上の方のことをいいます。40～64 歳の方は第２号被保険者といいます。 

 

■団塊の世代 

戦後の主に昭和 22年～昭和 24 年生まれの世代のことで、この世代の出生数・出生

率は以後のどの世代よりも高くなっています。 

 

■地域支援事業 

要介護（要支援）状態になることを予防するとともに、要介護（要支援）状態となっ

た場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を継続できるよう介護予

防及び地域における包括的・継続的な支援をすることを目的として、平成 18 年度に開

始された事業のことをいいます。 

必須事業である「介護予防事業」「包括的支援事業」と、保険者（市町村）が地域の実

情により行う「任意事業」で構成されます。 

 

■地域福祉 

地域社会を基盤として、住民参加や福祉サービスの充実により福祉コミュニティを構

築し、地域住民一人ひとりのＱＯＬの向上を実現していこうとする社会福祉の分野、方

法のことをいいます。 

 

■地域包括ケア 

ニーズに応じた住宅が提供されることを基本にした上で、生活上の安全・安心・健康

を確保するために、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サー

ビスが日常生活の場（生活圏域）で適切に提供できるような地域の体制のことをいいま

す。 
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■地域福祉計画 

地域福祉推進の主体である住民等の参加を得て、地域の中で自立した生活を継続する

のに支援を必要とする人の解決すべき生活上の課題とそれに対応する必要な支援を明ら

かにし、かつ、その支援を提供する体制を整備することを定めた計画です。 

 

■地域包括支援センター 

地域住民の保健医療の向上と福祉の増進を包括的に支援することを目的として、①予

防給付・介護予防事業のケアマネジメント事業、②総合相談・支援事業、③権利擁護事

業、④包括的支援・継続的ケアマネジメント支援事業を一体的に実施する中核拠点のこ

とをいいます。保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が中心となって、介護予防に

関するマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援を行います。 

 

■地域密着型（介護予防）サービス 

要介護（要支援）者の住み慣れた地域での生活を支えるという観点から、要介護（要

支援）者の日常生活圏域内におけるサービス提供拠点の確保を目的に、平成 18 年度の

介護保険制度改正によって創設されたサービスのことをいいます。保険者（市町村）が

指定、指導監督権限を持ちます。 

 

■特定施設 

有料老人ホーム、ケアハウス等で一定の人員配置等を行ったものが、入居者に介護サ

ービスを提供する場合には「特定施設」として介護保険給付の対象となります。施設が

介護サービスを提供し、要介護者だけが入居可能な施設を介護専用特定施設といいます。

同様に施設が介護サービスを提供しますが、要介護者だけでなく要介護でない者も入居

可能な施設を混合型特定施設といいます。 

 

【な行】 

■日常生活圏域 

市町村の住民が日常生活を営んでいる地域として地理的条件、人口、交通事情その他

社会的条件、介護給付対象サービスを提供するための施設の整備その他の条件を総合的

に勘案して定める区域のことをいいます。 

 

■認知症 

脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の記憶機能及びその他の認知

機能が低下した状態のことをいいます。 
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■認知症サポーター 

地域で暮らす認知症の方やその家族が、安心して暮らし続けられるように見守る人の

ことをいいます。 

サポーターは、認知症サポーター養成講座の受講を通じて、認知症を正しく理解し、

受講後に配布されるオレンジリングを身につけることで、地域でのさりげない見守りを

行います。 

 

■認知症対応型通所介護 

施設に通い、認知症高齢者に配慮した、日常生活に必要な入浴・排せつ・食事などの

介護など身の回りのお世話や機能訓練を受けられるサービスのことをいいます。 

 

【は行】 

■廃用症候群 

過度に安静にすることや、活動性が低下したことによる身体に生じた状態のことをい

います。 

 

■パブリックコメント 

住民意見提出手続き。行政施策の作成のため、行政があらかじめ住民に対し、施策に

対する意見を書面や電子メールなどで提出してもらうことをいいます。 

 

■ボランティア 

ボランティアをする人、または行為全般を表す言葉。個人の自由意志に基づき、その

技能や時間等を進んで提供し、社会に貢献することをいいます。 

 

【ま行】 

■民生委員・児童委員 

民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、担当地域において住民の社会福祉に関

する相談や支援、生活支援活動等を住民性、継続性、包括・総合性の３つの原則に沿っ

て活動します。また、民生委員は児童福祉法により児童委員を兼ねることになっていま

す。 
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【や行】 

■要介護（要支援）認定 

介護（予防）給付を受けようとする際に、被保険者が要介護者（要支援者）に該当す

ること、及びその該当する要介護（要支援）状態の区分について受ける市町村の認定の

ことをいいます。 

 

■養護老人ホーム 

65 歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により自宅において生活することが困難

な人が、市町村の措置により入所する施設のことをいいます。 

 

■予防給付 

介護保険で要支援認定を受けた人に対する介護保険給付で、心身の状態の維持または

改善を目的として実施する介護サービスのことをいいます。 

 

【ら行】 

■リハビリテーション 

脳卒中等により失われた機能の回復を図り、社会復帰を目指す訓練を指します。介護保険

サービスの「訪問リハビリテーション」は理学療法士や作業療法士等が自宅を訪問して行い、

「通所リハビリテーション」は介護老人保健施設や病院、診療所に通院して行います。 

 

■療養病床 

病院または診療所の病床のうち、主として長期にわたり療養を必要とする患者を対象

とするものをいいます。 

療養病床には、医療保険で費用をまかなう「医療療養病床」と介護保険で費用をまか

なう「介護療養病床（介護療養型医療施設）」の２種類があります。 
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２ 策定委員会設置要綱  

平成１１年４月３０日 

要綱第９号 

改正 平成１４年３月２９日要綱第１１号 

平成２８年３月３１日要綱第２３号 

（設置） 

第１条 吉田町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画（以下「計画」という。）を策定

するため、吉田町介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定に関し必要な調査及び検討を行う。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。 

（１） 学識経験者 

（２） 保健医療関係者 

（３） 福祉関係者 

（４） 被保険者代表 

（５） 行政機関職員 

３ 委員の任期は、計画が策定された日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。 

３ 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

（関係者の出席） 

第６条 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。 
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（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会

に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１１年５月１２日から施行する。 

（吉田町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱の廃止） 

２ 吉田町高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱（平成５年吉田町要綱第５号）は、廃止

する。 

附 則（平成１４年３月２９日要綱第１１号） 

この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日要綱第２３号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 
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３ 策定委員会委員名簿  

 

 団体名 氏  名 選出区分 

1 静岡県司法書士会 増田 真也 学識経験者 

2 榛原医師会 石田 玲子 

保健医療関係者 3 榛原歯科医師会 鈴木 敏雄 

4 榛原薬剤師会 増井 良伸 

5 地域包括支援センター 田代 信子 

福祉関係者 

6 アサヒサンクリーン（株） 浅山 公美 

7 住吉杉の子園 鈴木佐知子 

8 コミュニティーケア吉田 伊藤 通康 

9 介護相談員 正城 弘子 

10 町民生委員児童委員協議会 山﨑  豊 

11 社会福祉協議会 大石 節夫 

12 商工会 松浦 敏郎 

被保険者代表 

13 自治会連合会 田島 逸雄 

14 さわやかクラブ連合会 栁原 克彦 

15 女性団体連絡協議会 三輪 早苗 

16 町民代表 柴原 芳乃 

17 副町長 森泉 文人 

行政機関職員 
18 町民課 太田 順子 

19 健康づくり課 増田稔生子 

20 都市環境課 石間智三郎 
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